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第3章 自営電気通信

第1節 概 況

1無 線 通 信

昭 和25年 に 電波 法 及 び 放 送 法 が施 行 され,電 波 が広 く国 民 の利 用 に開 放 さ

れ て 以来,30余 年 を経 過 した が,そ の間 に,我 が 国 の電 波 利 用 は,国 民 の社

会経 済活 動 領 域 の拡 大 及 び 国民 生 活 の向 上 に 伴 い,目 覚 ま しい普 及 発 達 を 遂

げ,あ らゆ る分 野 で導 入 され て い る。

25年 当時 約5,000局 で あ った 無 線局 数 は,56年 度 末 にお い て212万1,247局

(対前 年 度比7.0%増)と な り,こ の うち 自営 電 気 通 信 に供 され る無 線 局 は

205万4,398局 で全 体 の96.8%を 占め て い る。

(1)固 定 通 信

固定 地 点 間 の無 線 通 信 は,近 年,企 業 の合 理 化 又 は業 務 の省 力 化 の手 段 と

して,そ の利 用 は ます ます 増 加 して い る。 用 途 別 固定 局 数 は,第2-3-1表

の とお りであ り,広 い 分野 にお い て利 用 され,そ の総 数 は前 年 度 に 比 し6.4

%の 増 加 とな って い る。

これ ら の固 定 通 信 は,主 と して マ イ ク ロウ ェ ー ブ回線 に よ り構 成 され てい

る ほか,短 波 回 線,VHF回 線 等 に よっ て,全 国 的 又 は局 地 的 ネ ッ トワー ク

を 構 成 し て,各 種 の業 務 にお い て重 要 な役 割 を 果 た して い る。

な お,災 害 時 に お け る通 信 の 確保 に万 全 を期 す た め,重 要 通 信 回線 にっ い

て は,多 ル ー ト化 そ の他 施 設面 で各 種 の対 策 が 進 め られ て い る。

また,伝 送 内 容 も単 な る音声 通 信 のほ か,最 近 は フ ァ ク シ ミ リ,画 像 通 信

あ るい は デ ー タ通 信,符 号 伝 送 等多 様 化 して きてい る。
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第2-3-1表 用途別固定局数

区 分

警 察 用

航 空 保 安 用

海 上 保 安 用

気 象 用

防 災 用

海 上 運 送 事 業 用

漁 業 用

新 聞 通 信 用

道 路 管 理 用

鉄 道 事 業 用

電気 ・ガス ・水道事業用

道 路 運 送 事 業 用

そ の 他

無 線 局 数

55年 度末 56年 度末

局1
,962

58

707

237

12,888

36

71

54

122

590

3,665

250

6,081

局2
,003

58

739

238

14,007

34

78

55

156

580

3,884

251

6,343

対 前年 度
増減(△)率

%2.1

4.5

0.4

8.7

△5.6

9.9

1.9

27.9

△1.7

6,0

0.4

4,3

計 26,721 28,426 64

(2)移 動 通 信

ア.航 空移動通信

航空移動通信は,航 空交通管制通信と運航管理通信及びその他の通信に大

別される。

航空交通管制通信は,航 空機の安全かつ秩序ある航行を確保するため,国

の航空交通管制機関と航空機 との間に行われ る通信であ り,全 国の主要空港

及び航空路の要地に航空交通管制用航空局が設置 されている。

運航管理通信は,主 として航空機の能率的運航を図るため,航 空事業者等

が開設す る航空局 と航空機局 との間で行われ る通信であ り,全 国の主要空港

及び航空路の要地に航空局が設置されている。

その他,国 の機関,報 道事業者等が,治 安,報 道等に関する通信を行 って

いる。

ほ とんどの航空機が航行の安全のために,航 空機局を開設している。

その他,地 上の要地には,航 空機に方位や距離情報を与える航空保安無線
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施 設 が 設 置 され,航 空 機 側 には,こ れ と対 応 して 機 能 す る航 行 用 機 上 無 線 設

備 が 搭 載 され て い る。

56年 度 末 現 在 の 航空 移動 業 務 用 無 線 局(航 空 局 及 び 航空 機 局)は,第2一

第2-3-2図 事業等別航空局数

学校5局
地方公共団体10局 その他5局

広 告 宣 伝

農 薬 散 布

写真撮影等

122局

新聞社

通信社

46局

航 空 局

758局

官 庁

(糠7)
293局

航空運輸事業者

277局

第2-3-3図

新聞社・通信社29局

学校38局

事業等別航空機局数

地方公共団体14局

官 庁

(防衛庁を除く。)

119局

航 空 機 局

1,431局

広 告 宣 伝

農 薬 散 布

写真撮影等

655局

航空運輸事業者

576局
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3-2図 及び第2-3-3図 のとお りである。

イ.海 上移動通信

海上を航行する船舶にとって,無 線通信は欠 くことのできない通信手段と

なってお り,法 令によって無線設備の設置を強制 される船舶をはじめ多 くの

船舶が,航 行の安全の確保及び事業の能率的運営のために,そ の大小を問わ

ず各種の無線通信設備を設置している。56年 度末現在,船 舶に開設された海

上移動業務用無線局等の総数は約8万2千 局に達 し,前 年度に比べ2.5%の

増加となってお り,そ の内訳は第2-3-4表 のとお りである。

一方,こ れらの船舶との海上移動無線通信を支える陸上側施設も,船 舶の

ふ くそ う,高 速化等に対応 して整備拡充が図られてきてお り,船 舶の航行の

安全等に大きく貢献している。

海上移動通信は,小 型船舶における無線電話の利用 も盛んになるなど,全

般的に電話化の傾向にあ り,ま た,衛 星を利用 した海上移動通信サービスの

第2-3-4表 船舶 に開設 された海上移動業務用 無線局等 の局数

区 分

船
商 船

電 信

電信 ・電話併設

電 話

55年 度末

259局

1,480

4,337

56年 度 末 対 前 年度
増減(△)率

舶

局

漁 船

223局 △13.9%

1,80221.8

4,197△3.2

小 計 6,076 6,222 2.4

電 信

電信 ・電話併設

電 話

693

2,148

11,216

699

2,134

13,323

0.9

△O.7

18.8

小 計 14,057 16,156 14.9

1ワ ッ ト以 下 の も の(電 話) 52,951 52,480 △0 .9

無 線 航 行 移 動 局 3,856 4,137 7.3

遭 難 自 動 通 報 局 1,891 1,691 △to.6

船 上 通 信 局 1,403 1,575 ユ2.3

計 80,234 82,261 2.5
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提供により,通 信品質は目覚ましく向上している。

海上移動通信の目的は,人 命 ・財貨の保全,事 業の運営及び港湾出入管理

に大別される。

人命 ・財貨の保全を図るための通信は,海 岸局及び船舶局に遭難周波数の

聴守を義務付けるとともに,一 方,遭 難等の非常事態の際は遭難周波数で通

報するというシステムにより成 り立っている。我が国における遭難周波数及

び聴守対象船舶局は第2-3-5表 のとお りであ り,こ れ らの対象船舶局は,

海上にある間,所 定の遭難周波数により一定時間聴守を行っている。遭難通

報を受信した海岸局及び船舶局は,即 時に救助活動が開始されるよう,遭 難

通信の取扱い等救助に必要な措置を採ることとなっている。「1974年の 海上

における人命の安全のための国際条約」の発効(55.5.25)に より,船 舶 の

無線電信局にも従来の無線電信用国際遭難周波数500kHzの ほか無線電話

用国際遭難周波数2,182kHzの 無休聴守が義務付け られ,2,182kHzの 無

休聴守対象船舶局が拡大されたことは,人 命 ・財貨の保全のための通信を一

層充実させるものとなった。

第2-3-5表 遭難 周波数及び聴守対象船舶局

遭 難 周 波 数 主たる対象船舶局
1備 考

無 線 電 信

無 線 電 話

…kH・1外 航礒 撫 櫨 信局 1国離 鯛 灘

2,091kHz

2,182kHz

漁船の義務無線電信局

義務無線電話局,外 航の義務
無線電信局,漁 船の無線電話局

・・524・H・1小 型漁船 ・無線騙 局

赤道以北第三地
域の安全周波数

国際遭難周波数

日本独 自のもの

156・・M・・i内 航蟻 撫 櫨 話局 国際遭難周波数

また,船 舶 の遭 難 の際,即 時 の救 助 を求 め る信 号 を 自動 的に 送 信 す る遭 難

自動 通 報 設 備(2,182kHz又 は2,091kHzを 使 用)を 設 置 す る船 舶 は,56年

度 末 現 在1万8,321隻 で あ り,海 難 救 助 に効 果 を 発揮 してい る。

な お,「1979年 の 海上 捜 索 救 難 に関 す る 国際 条 約(SAR条 約)」 が 採択 さ
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れたことにより,現 在我が国においてもこの条約の下での世界的規模の新た

な捜索救難制度への対応が検討 されている。

事業運営のための船舶と陸上 との通信は,一 般海岸局(公 衆通信を取 り扱

う海岸局をい う。)を経由しての公衆通信によるほか,漁 業においては漁業用

海岸局との間で,内 航海運業等においては内航用海岸局又は船舶運航用専用

海岸局との間で行われている。

交通船舶量の多い主要港湾においては,海 上保安庁及び港湾管理者が国際

VHF無 線電話等によって港湾出入船舶の管制及び管理を行ってお り,船 舶

の大型化,高 速化に伴い,こ の通信は,航 行の安全,港 湾施設の利用の迅速

化等にとって大きな役割を果している。

ウ.陸 上移動通信

陸上移動通信は,事 業所と自動車その他陸上を移動する移動体 との間の通

信,あ るいは移動体相互間の通信連絡手段として,公 共事業,公 益事業,私

企業等社会のあらゆる分野において使用され,社 会経済活動に大 きく貢献し

ているが,そ の利用は,今 後,行 政,社 会経済活動の活発化 ・多様化に伴い

ますます増加するものと予想されている。

56年度末現在の基地局及び陸上移動局を併せた陸上移動業務の無線局数は

66万3,978局 に達 し,前 年度に比べ9.4%の 増加 となっている。

これ らの陸上移動業務には,VHF帯 又はUHF帯 の電波が使用 さ れ て

いるが,そ の需要は近年急激に増加 しつつあるので,そ の需要に対処するた

め,周 波数のより一層の効率的利用を図るための方策として,通 信路間隔の

縮小,新 しい通信方式の開発導入の検討が進められている。

2有 線電気通信

有線電気通信設備の設置の態様は,単 独設置,共 同設置及び本邦外設置に

分かれ,ま た,有 線電気通信設備の使用の態様は自己使用,他 人の設備 との

接続及び他人使用とに分かれる。これらの態様別の設置及び使用の状況を,

有線電気通信法に基づ く届出及び許可の件数の面からみると,以 下のとお り
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で あ る 。

(1)設 備 の状 況

ア.単 独 設 置

56年 度 末 にお け る有 線 電 気 通 信設 備 の届 出件 数 は,4万530件 で あ り,前

年 度 に 比べ て3,397件(9.1%)増 加 して い る。

そ の 内訳 は,有 線 テ レ ビジ ョン放 送 設 備(引 込 端子 数 が501以 上 の有 線 テ

レ ビジ ョン放 送 法 に 基 づ く許可 施 設354件 を除 く。)3万534件(75 .6%),有

線 ラジ オ放 送 設 備(有 線 放 送 電 話 業 務 の用 に供 す る設 備776件 を 除 く。)8,342

件(20.6%),有 線 放 送 設 備 以 外 の 電 話,フ ァ クシ ミ リ 等 の 有 線 電 気通 信 設

備(以 下 「一 般 の有 線 電 気 通信 設 備 」 とい う。)1,554件(3.8%)で あ る。

各 年 度 末 にお け る設 備 の 届 出件 数 は,第2-3-6表 の とお りで あ る。

第2-3-6表 有線電気通信設備の年度別届出件数

(年度末現在)試
有線 テ レビジ 司ン放送設 備

有 線 ラ ジ オ 放 送 設 備
一般 の有線電気 通 信 設 備

53

22,143

7,202

1,595

54

25,060

7,385

1,506

55

27,789

7,792

1,552

56

30,634

8,342

1,554

合 計 30,94Q 33,951 37,133 40,530

(注)一 般の有線電気通信設備には,こ れ 以外 にも有線電気通 信法上設置 の届出義

務が免除 されている設 備が相当数あ る。 この届出免除設備は,鉄 道事業や電気

事業等の特定の事業者 が設置す る有線電気通信設備であ って,鉄 道事業の よう

に営業区域に対応 したネ ッ トワークを構成す る規模の大 きなものか ら,各 家庭

の インターホ ン程度 の小規模な もの まで多岐 にわた っている。

イ.共 同 設 置

56年 度 末 に お け る有 線 電気 通 信 設 備 の 共 同設 置 の許 可件 数 は,9,488件 で

あ り,前 年 度 に 比 べ て110件(1.2%)増 加 してい る。

許 可 事 由 別 で は 共 同業 務(有 線 電 気通 信 法 第4条 第4号)が7件(0.1%),

緊 密 業 務(同 法 第4条 第5号)が9,461件(99.7%),特 定 地 域(同 法 第4条

第6号)が20件(0.2%)で あ る。 各 年 度 末 に お け る共 同 設 置 の許 可 件 数 は,
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第2-3-7表 の とお りで あ る。

第2-3-7表 有線電気通信設備共同設置の年度別許可件数

(年度末現在)

訳
53

54

55

56

共 同 業 務
(法第4条 第4号)

10

10

7

7

緊 密 業 務
(法第4条 第5号)

9,038

9,239

9,349

9,461

特 定 地 域
(法第4条 第6号)

32

22

22

20

合 計

9,080

9,271

9,378

9,488

ウ.本 邦外設置

本邦外にわたる有線電気通信設備の設置は,原 則として,電 電公社又は国

際電電以外の者は設置できないが,特 別の事由がある場合には郵政大臣の許

可を得て設置できることになっている。

これにより許可を行 った件数は,56年 度末現在で8件 である。

(2)使 用の状況

有線電気通信設備の設置の自由の原則は,設 置者がその設備を自己の通信

に使用することを前提 としているものであるが,そ の設備を他人の設置 した

設備 と接続して使用 した り,他 人に使用させた りすることは原則として禁止

されてお り,特 別の事由がある場合に,郵 政大臣の許可を得て行 うことがで

きることになっている。

ア.接 続の許可

第2-3-8表 有線電気通信設備接続の年度別許可件数

(年度末現在)球
共同業務(法 第9条 第5号)

緊密業務(法 第9条 第6号)

特定地域(法 第9条 第7号)

53

18

合 計 18

54

19

55

19

56

且7

19 19 17
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56年 度 末 に お け る許 可 件 数 は17件 で あ り,許 可 事 由 は,す ぺ てが 有 線 電気

通 信 法 第9条 第6号 の緊 密 業 務 に よる もの で あ る。

各年 度 末 に お け る接 続 の許 可 件 数 は,第2-3-8表 の とお りであ る。

イ.他 人 使用 の許 可

56年 度 末 に お け る許可 件 数 は,464件 で あ り,前 年 度 に比 べ て49件(11 .8

%)増 加 して い る。 これ を許 可 事 由 別 に み る と,特 定 地域(有 線 電 気 通 信法

第10条 第5号)が5件(1.1%),公 共 の 利益(同 法 第10条 第16号)が459件

(98.9%)で あ る。

各 年 度 末 に お け る他人 使 用 の許 可 件数 は,第2-3-9表 の とお りで あ る。

第2-3-9表 有線電気通信設備他人使用の年度別許可件数

(年度末現在)ぱ
特 定 地 域(法 第10条 第5号)

公共 の利益(法 第10条 第16号)

53

5

307

54

6

345

55

7

408

56

5

459

合 計 312 351 415 464

(参考)特 定地域 設備

有線電気通信法上,都 市か らの距離が遠 く,電 電公社が公衆電気通信役務を提

供す ることが困難である と認め られ る地域(一 の市町村の区域内にあって,電 話

加入区域外 の地域)は 特定地域 とされ,そ の地域 に設定 され る有線電気通信設 備

は,特 定地域設 備 として位置付 けられてい る。

この特定地域設 備は,前 記(1)共 同設置 に係るもの20件 と,前 記(2)他 人

使用 に係 るもの5件 の合計25件 である。

(3)事 業別の利用状況

有線電気通信設備は,設 置主体の事業内容に応じた使用 目的を持って設置

されるものであるが,前 述 した設備について,事 業別に分類すると以下のと

お りである。

ア.一 般の有線電気通信設備
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一 般 の 有 線 電 気 通 信設 備 を事 業 別 に み る と
,農 林 漁 業311件(20.0%)が

最 も多 く,以 下.製 造 業242件(15.6%),サ ー ビス業97件(6,2%),卸 ・小

売 業73件(4.7%),運 輸 業72件(4.6%),建 設 業56件(3.6%),ガ ス ・水 道

事 業51件(3,3%),そ の他 の事 業652件(42.0%)と な って お り,広 範 囲 に

わ た って 利 用 され て い る。

な お,年 度 別 の 推移 は,第2-3-10表 の とお りで あ る。

第2-3-10表 一般の有線電気通信設備の事業別設置状況

(年度末現在)

訳
53

54

55

56

農 林
漁 業

348

328

316

311

製造業

243

241

243

242

サ ー ビ

ス 業

100

100

91

97

卸 ・小
売 業

65

64

73

73

運輸業

79

80

69

72

建設業

70

71

51

56

ガス・水
道 事 業

32

35

47

51

そ の他

658

587

662

652

合 計

工,595

1,506

1,552

1,554

イ.共 同設 置 の許 可 設 備

56年 度 末 に お け る許 可 件 数9,488件 に つ い て,こ れ を事 業 別 に 分 け る と,

電 気 事 業5,047件(53.2%),鉄 道 事 業3,877件(40.9%,こ の うち 国 鉄 が

94.4%)と な って お り,こ の2事 業 で全 体 の94.1%を 占 め て い る。

こ のほ か,製 造 業464件(4.9%),農 林 漁 業29件(0 .3%)等 とな って い

る。

なお,年 度 別 の 推 移 は,第2-3-11表 の とお りで あ る。

ウ.接 続 の許 可 設 備

56年 度 末 に お け る許 可件 数17件 を事 業 別 に み る と鉄 道 事 業12件(70.6%) ,

鉱 業3件(17.6%),そ の他 運 輸 業 等2件(11.8%)と な って い る。

なお,年 度 別 の 推 移 は,第2-3-12表 の とお りで あ る。

エ.他 人 使 用 の許 可 設 備

56年 度 末 にお け る他 人使 用 の 許可 件 数464件 を 事 業 別 に み る と,農 林 漁 業

177件(38・1%)・ 鉄 道事 業61件(13・2%),鉱 業8件(1・7%),そ の 他 電 気事
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第2-3-11表 共同設置許可設備の事業別設置状況

(年度末現在)訳 53 54 55 56

電 気 事 業i・838i・896i・9451・ ・47

鉄 道 事 業
国 鉄3,424 3,554 ・6371・659

民 釧 2211 2221 2231 218

製 造 業1 4351 4421 466i 464一
運 輸 業1 ・1 ・1 ・i 7

鉱 剰 131 13 10 7

ガ ス ・ 水 道 事 業 10 ・1 7 7

建 設 業1 ・1 ・i ・1 3

そ の 他1 921 98 50 47

合 計 9,0BO 9,271 ・,3781・488

第2-3-12表 接続許可設備の事業別設置状況

(年度末現在)試 53 54 55 56

電 気 事 剰 3 ・1 ・i

鉄 道 事 業
国 鉄} ・1 ・1 ・1 6

民 鉄 ・1 ・1 ・1 6

農 林 漁 剰 1 11 ■
運 輸 業1 1i 1 li 1

鉱 業1 ・1 3 ・1 3一
合 計 18 19 19 17
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業 等218件(47,0%)と な っ て い る。

な お,年 度 別 の推 移 は,第2-3-13表 の とお りで あ る。

第2-3-13表 他人使用許可設備の事業別設置状況

(年度末現在)状 53 54 55 56一
鉄 道 事 業

国 釧 9 9 10 12

民 鉄i 31 39 49 49一
農 林 漁 業 129 135 149 177

運 輸 業 4 4 2 2

鉱 剰 8 8 8 8

建 設 業1 2 2 2 2

そ の 他 126 151 192 211

合 計 312 351 415 464

第2節 分野別利用状況

1警 察 用

(1)現 状

ア.警 察事務 と通信

複雑,多 様化かつ広域化する警察事案を迅速,円 滑に処理す るための警察

活動においては,指 揮 ・命令 ・報告等の情報をいつどこからでも即時に伝達

できる体制の確立が不可欠の条件である。

警察通信回線は,こ のような 目的のために全国的規模において整備されて
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きているが,そ の主体となっているのは,自 営の多重無線回線で構成される

幹線系,VHF帯 及びUHF帯 で構成される移動通信系並びに都道 府 県 内

警察機関相互間を結ぶ専用回線(公 社線)で ある。

イ.通 信施設の概要

(ア)国 内 通 信

現在,全 国の警察機関相互間を結ぶ警察事務用電話回線網は,警 察庁一

管区警察局一都道府県本部(北 海道における方面本部を含む。)間の幹線系

マイク目ウェーブ回線及び都道府県本部一警察署一派出所 ・駐在所間の専

用回線(公 社線)に より構成 され,警 察庁,管 区警察局,都 道府県本部及

び警察署の交換機を通じて全国の派出所 ・駐在所の電話機に至るまで相互

に結ぼれている。 これら回線は,事 務用電話のほか,フ ァクシミリ伝送,

データ伝送等にも用いられ,指 名手配や犯罪手 口等の照会業務及び各種統

計業務等に利用されている。

マイク目ウェーブ回線は,幹 線系のほか都道府県本部一拠点警察署間に

ついても順次整備が進められてお り,現 在新東京国際空港署等6ル ー トが

運用中である。

また,災 害等による重要通信の途絶を防止す るため,マ イクロウェーブ

回線のうち警察庁と管区警察局との間については,51年 度以降2ル ー ト化

の推進を図 り,56年 度をもって完了した(第2-3-14図 参照)。 さらに,

大規模災害時におけるバックアップ用として全国的な短波通信網をも有 し

ている。

移動通信系は,110番 への急訴によって事件現場へ急行する パ トロール

カー通信を主体とし,バ ス型車両に搭載されて事件現場の前進指揮所とな

る多重無線電話,幹 部指揮用のプッシュボタン式自動車無線電話,警 察官

が使用する携帯用の各種無線電話,受 令機,ヘ リコプターや舟艇に搭載す

る無線機等多くの種類の無線機が第一線の警察活動に広 く利用され,重 要

な役割を果たしている。

なお,無 線設備のうち異色のものとしては,ヘ リコプター又は大型車両
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第2-3-14図 警察通信の主要なネ ットワーク

北見
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麟

釦路

秋田 青森
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山口 簾 鯨 京評 酬 富山 新潟
/醗 岡山

殿 ・ 兵庫 大阪 滋賀

岩手

佐賀 福岡6r

長崎 大

乗 分

宮崎

鹿児島
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.蝦

高知 徳島

沖縄

轡9岐 阜
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o宮 城福島

長野 群馬 栃木"

山梨 騨 玉 繊
　ド コ

重 σ
愛知 〃漏 　 畿,1警跡 千葉

「警察の通 信」(警 察庁)に よる。

に搭載される無線テレビジョン,無 線方式の携帯テ レビカメラ(ウ ォーキ

ール ッキー),車 両の速度測定用の レーダ ・スピードメータ,パ トロール

カーの現在位置とその活動状況を自動的に掌握できる自動動態表示システ

ムがある。

(イ)国 際警察通信

各国刑事警察の相互協力を 目的 と して 設 立された国際刑事 警 察 機 構

(ICPO)に おいては,我 が国も重要な役割を果たしてお り,警 察庁では,

国際間の犯罪情報の交換を迅速に行 うため,ICPO専 用通信網に加入 し,

東南アジアの地域中央局 として,パ リの事務総局をはじめ同通信網に加入

している東南アジア地域の各局 と短波通信を行っている。

この通信網を通ずる電報量は,最 近の国際犯罪の多発に伴い.逐 年増加

してきているため,通 信の迅速かつ確実化を図る必要性からパリ回線をは

じめ として,東 南アジア地域の回線 も急速にテレタイプ化が進展する傾向

にある。
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(2)動 向

アー新技術の導入

警察活動の形態は,多 様化 ・複雑化する社会構造とその犯罪態様に対応す

るため,常 に新 しい技術の導入を要求されているので,警 察通信ではこれに

対処すべ く新 しいエレクト目ニクス技術の研究開発,導 入を行っている。

Oり 新通信指令 システム

110番 通報を受け付けたとき,受 付 日時,発 信電話局,通 報内容の手書

情報等バ トβ一ルカーへの指令に必要な各種の情報をコンピュータを介し

て自動的に無線指令台のCRT(ブ ラウン管)に 表示するシステム,現 場

周辺の地図を自動的に表示する地図現示装置等を導入した。

(イ)車 載データ画像共用装置

移動無線において,1台 でファクシミリ及びデータを受信できる車載装

置を研究開発中である。

(ウ)周 波数拡散方式による無線装置

犯罪捜査を円滑に行い,個 人の人権を守る上において,警 察無線の盗聴

を防止するための対策として,周 波数拡散方式(SSRA)等 の無線装置を

研究開発中である。

(⇒ デ ィジタル通信方式による無線装置

警察事案の円滑な遂行を図るため,秘 匿性の確保と高速の画像伝送が可

能なデ ィジタル通信方式を移動通信系に導入すべく研究開発中である。

(オ)衛 星通信システム

衛星を利用する通信システムについては,現 在打ち上げられている実験

用中容量静止通信衛星(CS「 さくら」)を利用 して,55年 度から運用実

験を行っている。

また,58年 打上げが予定されている我が国初の実用通信衛星である通信

衛星2号(CS-2)を 利用することを予定している。

㈲ 路側通信システム

新 しい交通情報 システムとして,電 波による情報提供設備を道路沿いの
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必要箇所に設置し,現 用 カーラジオを通 じて,慢 性的な交通渋帯多発地区

等の特定区間を走行する車両の ドライバーに即時性のある交通情報を直接

に提供する路側通信システムがある。郵政省,警 察庁,建 設省等関係機関

では,こ のシステムについての技術的条件に関し調査及び実験を行い,実

用化に向けての最適システムについて検討を進めている。

イ.警 察事務用電話網の整備

警察事務用電話は,全 国の警察機関の間を結ぶ専用の通信 シ ス テ ムであ

り,警 察活動の円滑な運営を支える重要な情報連絡手段である。このため,

全国自動即時化の推進,電 話交換機の機能の高度化,電 話回線網の増強等に

努めている。

2航 空保安用

(1)航 空交通管制用通信

ア,航 空移動業務

航空機が航行中,地 上の航空管制官又は航空管制通信官 との問に行 う空地

通信である。国内を航行す る航空機に対 しては,札 幌,東 京,福 岡及び那覇

の各航空交通管制部並びに各空港の管制機関及び管制通信機関が,ま た,洋

上を航行する航空機に対 しては,新 東京国際空港及び那覇空港の各管制通信

機関がそれぞれの通信責任分担空域において,無 線電話による航空交通管制

通信を実施 している。

この業務に使用されている電波は,短 波帯とVHF帯 である が,短 波帯

は国際電気通信連合(ITU)に おいて分配された2,850kHz～17,970kHzの

周波数帯を,VHF帯 は118MHz～136MHzの 周波数帯を使用し,通 信は

無線電話によって行われている。

56年 度においては,航 空交通管制業務用航空局が,鹿 児島(喜 界),鹿 児

島(与 論)及 び八丈島(八 丈島第2)に 開設された。

イ.航 空固定業務

(ア)航 空固定電話
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管制機関が,自 己の管制空域を離れて,隣 接する空域へ航行する航空機

の管制を隣接の管制機関へ移管するため,隣 接管制区管制機関との間で行

う直通電話通信である。

国内を航行する航空機の管制移管のために,札 幌,東 京,福 岡,那 覇相

互間に,ま た,国 際線就航便のために,東 京とアンカレッジ,ホ ノルル及

び大邸との間,福 岡と大邸との間,那 覇と台北,ホ ノルル,大 邸,マ ニラ

及び上海 との間,並 びに札幌とハバロフスクとの問に,そ れぞれ有線,衛

星,マ イクロウェーブ又は短波による直通電話回線が設定されている。

(イ)航 空固定電信

航空機が飛行前にあらかじめ取得してお く必要のある航行の安全上必要

な飛行経路上及び目的空港に関する情報並びに管制機関が航空管制上必要

な情報を交換するために行われる固定地点間の電信通信(国 際通信網 とし

ては,航 空固定電気通信網(AFTN回 線))で ある。

国内を航行する航空機のための航空交通業務通報(ノ ータム ・捜索救難

に関する通報等)は,各 空港及び管制部を接続する国内テレタイプ通信網

により,ま た,国 際線就航機のための通報は,東 京AFTN通 信 局 と モ

スクワ,ハ バロフスク,カ ンサスシティ,香 港,ソ ウル及び北京間並びに

那覇AFTN通 信局と台北間に設定されているAFTN回 線によ り取 り

扱われてお り,有 線,衛 星,マ イクロウ{一 ブ又は短波が使用 され て い

る。

(2)航 空無線航行用通信

現在,航 空機は,パ イ目ッ トの目視によるほか,地 上の航空保安無線施設

及びこれに対応 して機能する機上の無線航行装置を利用して飛行を行ってい

る。

機上の装置には,空 地通信のためVHF帯 及び短波帯を使用す る通信設備

のほかに,航 行装置 としてADF(自 動方向探知機),VOR受 信装置,ILS

受信装置,電 波高度計,気 象レーダ,ATCト ランスポンダ,DME機 上装

置,ド ップラレーダ,ナ メガ受信装置等がある。
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第2-3-{5表 航空保安無線施設等の設置状況

(56年度末現在)

施設
別

航

空

保

安

無

線

施

設

航空

管
制
無
線
施
設

対
空
通
信
施
設

施設 の種類(無 線局 の種別) 周 波 数 帯 膿設

NDB

VOR

VORTAC

VOR/DME

ILS

(LLZ)

(GP)

ASR/SSR
(PAR)

ASDE

ARSR/SSR

ATIS

AEIS

無指向性無線標識施
設
(無線標識局)

VHF全 方 向式無線

標識施設
(同 上)

VORとTACAN

を組み 合わせ たもの

(無線航行陸上局)

VORとDME(距 離

測定用施設)を 組 み
合わせ た もの
(同 上)

計器着陸用施設(
ローカ ライザ)

(グ ライ ドパス)
(同 上)

空港監視 レーダ ・二
次監視 レーダー(精
測進入 レーダ)
(同 上)

空港面探知 レーダ

(航空局 の無線設備
の一部)

航空路監視 レーダ ・
二次監視 レーダ
(無線航行陸上局)

飛行場情報提供用施
設
(特別業務の局)

航空路情報提供用施
設
(特別業務 の局 ・航
空局)

A2195～405kHz

Ag108～ll8MHz

(VOR)
AgIO8～ll8MHz

(TACAN)
Pg978～1,213MHz

(VOR)
AglO8～118MHz

(DME)
Pg978～1,213MHz

(LLZ)
A2108～ll2MHz

(GP)
A2329～335MHz

(ASR)(SSR)

Po2,700～2,900MHzPg1,030MHz

(PAR)

Po9,080～9,100MHz

Po24.5GHz

(ARSR)(SSR)

P。1,300～1,350MHzPg1,030MHz

A3126～129MHz

A3118～136MHz

103

1

17

53

26

19

4

9

9

20

(注)ILSに は,通 常,MM(ミ ドル ・マ ー カ),OM(ア ウタ ・マ ー カ)(い ず れ

も無線 標 識 局 ・A275MHz)が 航 空 機 の 進 入 コ ー スに 設 置 され て い る。
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地上においては,56年度末現在,第2-3-15表 に示す ような各種の航空保

安無線施設が設置されてお り,航 空機は,こ れらの航空保安無線施設及び機

上の装置を利用することにより自機の針路,位 置,速 度,高 度等を確認し安

全運行を行っている。

地上の航空保安無線施設のうち,無 線標識局(NDB)に ついては,世 界無

線通信主管庁会議(WARC'79,1979年 ジ昌ネーブ)の 結果,第1地 域(ヨ

ーロッパ(ソ 連を含む。)及びアフ リカ)の 長中波放送用周波数割当計画の凍

結解除に伴い,我 が国の一部のNDBの 周波数を変更する必要 が生 じたと

ころか ら,今 後の対策を立てるための調査を実施している。

56年度には,VOR/DMEが 出雲,岡 山,秋 田,壱 岐及び対島に,ILSが

秋田に,そ れぞれ設置された。

(3)飛 行場情報提供用通信

飛行場情報提供用通信は,航 空機が特定の空港で離着陸する際に必要な風

速,風 向,視 程,飛 行場の状態,航 空保安施設の運用状況,使 用滑走路の情

報等を連続 して提供するものである。この業務は,飛 行場情報 自動通報業務

(ATIS)と いい,こ れまで運輸省が,東 京国際(羽 田),新 東京国際(成

田),大 阪国際,名 古屋,福 岡,宮 崎,鹿 児島,那 覇及び千歳の各空港に対

空送信施設を設置し,運 用 している。

(4)航 空路情報提供用通信

航空路情報提供用通信は,飛 行場周辺以外の空域を飛行するすべての航空

機に対 して,そ の航行の安全に必要な情報を対空送受信及び対空送信(放送)

により提供し,並 びに機長報告等航行の安全に関する空地通信を実施す るも

のである。この業務は,航 空路情報提供業務(AEIS)と いい,札 幌,東 京,

福岡及び那覇航空交通管制部のAEISセ ンターがVHF帯 の遠隔対空通信

施設を使用 して運用するものであ り,運 輸省では,こ れまで石狩,仙 台,河

和,土 佐清水,岩 国,沖 永良部に対空送信施設,帯 広,横 津岳,上 品山,新

潟,成 田,岩 国,三 国山,土 佐清水,三 郡山,加 世田,奄 美,八 重岳,箱

根,三 河に対空送受信施設を設置 し,運 用している。
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(5)将 来の動向

航空需要の増大に対処 し,か つ,航 空交通の一層の安全性 と能率の向上を

図るため,新 技術の導入,航 空保安施設の整備拡充等種々の計画が行われて

いる。

ア.マ イクロ波着陸方式(MLS)

従来のILS方 式に比べて,よ り精密かつ多様な進入経路の設定が可能で

あるMLSは,そ の実用化に向けて着実に前進してお り,1981年 のICAO

の通信部会において,そ の技術基準が作成され,ICAO付 属書に標準及び勧

告方式 として採用することが勧告 されるとともに,将 来に向けて4期(1989

年まで,1990年 ～1994年,1995年 ～1999年 及び2000年 以降)に 分けての移行

計画が作成された。

国内では,現 在,そ の実用化のための研究 ・開発 ・実験が行われている。

イ.衝 突防止装置(CAS)

航空機の空中衝突防止装置については,現 在,我 が国を含む世界各国にお

いて実用化のための研究が続けられている。

ウ,長 距離運航管理通信

1978年 の航空移動(R)業 務に関す る世界無線通信主管庁会議で,ワ ール ド

ワイ ドの運航管理通信用の短波帯周波数が区域分配され,そ の周波数の一部

は,1982年2月18日 から既に使用が可能 となっているが,残 りの部分につい

ては,1983年2月1日 から使用が可能 となるので,こ の周波数の使用につい

て検討がなされている。

3海 上保安用

海上における船舶等の安全の確保,海 難の救助,治 安の維持及び汚染の防

止等を任務とする海上保安庁は,陸 上通信所の海岸局,巡 視船艇の船舶局,

航空局,航 空機局等による移動通信系無線局をはじめ,船 舶等の航行援助の

ための無線局,全 国各管区機関を結ぶ固定通信系無線局等を開設 して,我 が

国周辺海域の海上保安業務を行っている。56年度末現在,こ れ らの無線局数
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は,4,855局 に達 している。

(1)海 難救助に関する通信

海上保安庁は,海 難救助に関する通信を効果的に行 うため,全 国に設置 し

た海岸局及び行動中の巡視船艇の船舶局において,中 波帯,中 短波帯等の遭

難周波数を聴守してお り,遭 難信号等が受信されたときは,直 ちに救難用無

線方位測定装置を設置 した海岸局と行動中の船舶局により方位を測定すると

ともに,同 庁の全通信系を挙げて海難救助に当たる体制が とられている。

また,米 国が実施しているアンバー ・システム(船 舶の自動相互救助制度

一海難救助機関において,常 に特定の船舶の動静を把握 し,海 難の際の救助

に役立てる制度)に 関する通信の釧路,塩 釜,横 浜等8海 岸局における中継

事務の実施,さ らに,54年3月 から設けられた沿岸無線電話(自 動接続方式

のものに限る。)を利用する 「海上保安通報用電話」の制度は,海 難等の航行

の安全に有効に利用されている。

(2)航 行の安全等に関する通信

海上保安庁は,航 行船舶等の安全を確保するため,緊 急を要する事項や安

全航行上必要な事項等を航行警報 として送信している。また,我 が国が 「世

界航行警報業務」における第11区域(太 平洋西部及び東南アジア海域)の 調

整国となっているところから,同 区域内及び隣接する区域の一部を航行する

船舶の安全を確保するための航行警報(NAVAREA警 報)の 送信を55年4

月から実施 している。

また,船 舶交通の安全,海 難の未然防止のため,航 行警報や気象庁が発表

す る海上の気象 ・海象等の予報及び警報を全国の主要海岸局等から船舶向け

に送信 している。特に,船 舶交通がふくそうする東京湾,伊 勢湾及び瀬戸内

海の海域においては,海 上交通情報を提供するとともに,海 上交通安全法に

基づく巨大船等の航行管制を行 うための通信を行っている。

さらに,港 則法等に基づき,全 国48の特定港において,港 内における船舶

交通の安全及び港内の整 とん,検 疫等に関する通信も行っている。
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(3)航 行援助用通信

海上保安庁は,我 が国周辺海域を航行する船舶の安全確保と運航能率の向

上を図るために,地 理的条件や船舶交通の状況に応じ,電 波を利用した各種

の航路標識施設を設置 している。 これ らの無線局の中には,局 地気象の情報

を船舶気象通報 として提供 しているものもあり,船 舶の航行に有効に利用さ

れている。

また,レ ーダの映像をコンピュータにより一元的に処理するためのシステ

ムが実用化され,現 在,東 京湾内の浦賀水道航路,中 ノ瀬航路及びその周辺

海域において,レ ーダ監視による情報の提供及び航行管制を行っている。

さらに,京 浜港では,レ ーダとカメラを用いて港内出入船舶の動向を把握

して,船 舶に対する情報の提供及び航行管制を実施している。

これ らの航行援助用無線局の56年 度末現在の状況は,第2-3-16表 の と

お りである。

第2-3-16表 航 行援 助用無線局施 設状況

区 別 方 式 155鞭 末156鰻 末

無線航行陸上局

無 線 標 識 局

ロ ラ ン

デ ッ カ

オ メ ガ

レ ー ダ 。 ビ ー コ ン

ハ ーパ ー レ ー ダ

中 波 ビ ー コ ン

ト ー キ ン グ ビ ー コ ン

レ ー マ ー ク ビ ー コ ン

コ ー ス ビ ー コ ン

11

16

1

12

4

局

47

5

21

5

局11

19

1

13

5

47

5

25

5

計 122 131

(4)今 後の動向

海上保安庁は,海 難救助に関する通信をはじめとする海上保安通信体制の

充実強化及び施設の近代化を図るため,陸 上通信所(海 岸局等)の 統合再編
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成を進めてお り,56年 度までに瀬戸内海東部地区,同 西部地区,北 九 州 地

区,東 海地区,関 東地区及び東北地区の整備を完了し,56年 度から北海道西

部地区の再編整備を行っている。

また,「1974年 の海上における人命の安全のための国際条約」の発効(55。

5.25)に 伴い,国 際遭難周波数2,182kHzの 位置付けが高められたた め,

2,182kHzの 方位測定を行 うための無線施設の整備を更に進めてい く予定で

ある。

さらに,「1979年 の海上捜索救難に関する国際条約(SAR条 約)」 が採択

され,こ れを受けて 「将来の世界的な海上遭難安全制度」について,世 界的

に検討が進められてお り,同 庁 としても通信体制の整備等必要な対応が求め

られている。

また,航 行援助用無線局の整備については,56年 度からは北陸デ ッカ ・チ

ェーンの整備を開始するとともに,現 在,東 京湾で実施しているレーダ監視

による情報の提供及び航行管制を瀬戸内海においても行 うため,瀬 戸内海海

上交通情報機構に関連 した無線施設の整備に着手 している。その他,レ ーマ

ークビーコソ,レ ーダ・ビーコンの増設及び男鹿地区船舶気象通報の整備が

予定されているなど,航 行援助施設の一層の充実が見込まれている。

4気 象 用

(1)現 状

ア.気 象業務と通信

気象庁は,気 象観測,観 測資料の収集,解 析,予 警報の発表等の所掌業務

の円滑な遂行を図るため,多 様な通信施設を設置 してお り,特 に,気 象観測

は,離 島,岬,山 間等の辺地から洋上及び上空にまで及ぶため,観 測データ

の収集には無線回線の設定が不可欠 となっている。

また,52年 の静止気象衛星(GMsrひ まわ り」)の 打上げに続いて56年に

は静止気象衛星2号(GMS-2「 ひまわ り2号 」)を 打ち上げた こ とに よ

り,こ れらの気象観測には,地 表,大 気圏内にとどまらず,宇 宙からの観測
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も取 り入れ られてきている。

イ.通 信施設の概要

(力 観測用通信

気象観測機器の主なものは,ラ ジオ戸ポット,ラ ジオゾンデ,レ ーウィ

ン.気 象 レーダ等であるが,こ れらは単に観測機能のみにとどまらず通信

機能 と一体となった構造となってお り,デ ータはすべて自動送信される。

ラジオロボットは,雨 量,風,霧,潮 汐,波 浪等の観測に,ラ ジオ ゾソ

デは高層大気の気圧,気 温,湿 度等の観測に,レ ーウィンは高層の風速,

風向の観測に,レ ーダは台風 前線,雨 域等の観測にそれぞれ使用されて

いる。

また,気 象解析にとって重要な洋上の観測システムとして,気 象 ・海象

を自動的に観測する海洋気象ブイロボットが,日 本海,東 支那海,三 陸沖

及び南太平洋上に施設されている。

(イ)資 料収集 ・連絡通信用

全国の気象官署で観測した気象データはすべて,地 方通信中枢(札 幌,

仙台,大 阪及び福岡の各管区気象台,沖 縄気象台,名 古屋,新 潟,高 松,

広島及び鹿児島の各地方気象台)を 経て,ま た,船 舶からのデータは海岸

局を経て全国通信中枢(気 象庁)に 集められ,そ こで編集される。この編

集されたデータは,再 び地方通信中枢を経て各気象官署ヘフィードバ ック

される。

これらの資料収集,配 布のための通信は,主 として専用回線(公 社線)が

使用されている。また,予 警報等の情報交換用 としてVHF帯 に よ る電

話回線が設定されている。さらに,山 間辺地等に設置される無人の観測施

設の巡回保守及び無人地域における臨時の観測のためにVHF帯 による連

絡回線が構成されている。

㈲ 通報用通信

気象予報,警 報,実 況報,解 析報,天 気図等全国から収集されたデータ

に基づいて作成 され る情報は,気 象通報 として,主 として短波帯の特別業
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務の局から,毎 日一定時に電信あるいはファクシミリ等によって国内外の

気象官署,航 行中の船舶,航 空機等に対 して伝送される。

(エ)静 止気象衛星

52年7月 に打ち上げられた静止気象衛星(GMS「 ひまわ り」)に続き56

年8月 に打ち上げられた静止気象衛星2号(GMS-2「 ひまわ り2号 」)

は,東 経140度 の赤道上3万6千kmに 位置 している。

このGMS-2(ひ まわ り2号)は,静 止気象衛星に関する技術の開発

に資するとともに,世 界気象機関(WMO)の 計 画 で ある世界気象監視

計画(WWW)の 全球観測システム(GOS)の 整備の一環 として我 が 国

及び関係地域各国の気象業務の改善に資するものであ り,西 太平洋,ア ジ

ア及びオセアニア地域における雲画像の取得,気 象データの収集,配 布等

を 目的としている。

なお,GMS(ひ まわ り)は,GMS-2(ひ まわ り2号)の 打上げに伴

い,GMS-2の 軌道上予備 とするため,57年1月 に東経160度 に移 行 さ

れ,待 機状態に置かれてお り,特 殊な気象現象の解明等必要に応じ,GMS

-2で 実施することが困難な研究開発のために活用されている。

これら衛星から得られるデータは,実 際の予報業務に活用されてお り,

また,洋 上,山 岳等に開設した無線局を結合させることにより業務内容も

一層充実してきている。

ウ,災 害 対 策

気象観測資料収集 ・連絡通信用専用回線(公 社線)の バ ックアップ回線と

して,VHF帯 による電話回線が使用されるほか,専 用回線(公 社線)は,

異常気象時に障害を起こすおそれがあるので,気 象本庁と主要官署との間に

は,気 象業務維持 と防災指定機関としてその役割を果たすため,短 波の電信

回線が設定されている。

(2)動 向

ア.気 象資料伝送網の整備

気象庁では,現 在の気象通信システムの総合的改善を図 り,膨 大な気象資



一188一 第2部 各 論

料を迅速かつ正確に収集 ・処理 ・加工 ・編集 ・配信す ることによって組み立

てられた気象情報を必要とす る利用機関に的確に伝達するため,気 象資料伝

送網の整備方針を定め,55年 度から伝送網設備の設計に着手したが,今 後も

年次計画に基づき全国整備を行 う予定である。

これは,C-ADESS(全 国中枢気象資料自動編集中継装置)の 増強 ・更新

とL-ADESS(地 方中枢気象資料自動編集中継装置)の 新設によって,国

際及び国内通信の高速化を図 り,世 界気象監視計画(WWW)と 国内気象

監視計画(NWW)を 効率的に機能させるものであ り,一 般のテレタイプに

よるデータ伝送のほかに,図 的資料を迅速かつ鮮明な図面 として各種の天気

図を伝送するための高速ファクシミリ(CDF)の 整備を行 うための も の で

ある。また,地 震関係では,地 震波形データ伝送に必要な装置を整備すると

ともに,地 震データ処理機能を加えたシステムの新設等を行 うものである。

イ,静 止気象衛星業務の整備

静止気象衛星2号(GMS-2「 ひまわ り2号 」)が,56年8月 に打ち上げ

られたことに伴い,こ の衛星の円滑な活用を図る上か ら,57年 度セこは福岡及

び沖縄に小規模利用局(受 信局)が 設置 され る予定である。

5防 災 用

(1)水 防道路用通信

建設省は,河 川,ダ ム及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため,水 防道

路用無線局を開設 し,災 害の予報,復 旧,維 持管理等に関 す る データ の収

集,状 況連絡,指 示等の情報伝達用 として活用している。その回線構成は,

中央から末端現場に至るまでの状況が十分把握でき,確 実な指令伝達が行わ

れるよう第2-3-17図 のとお りの系統 となっている。

マイクロウェーブによる多重無線通信回線網は,建 設本省から各地方建設

局(8か 所),北 海道開発局及び沖縄総合事務局に至る一級回線,各 地 方建

設局から各工事事務所又は各ダム管理所等(約220か 所)に 至 る準一一級回

線,各 工事事務所から各出張所(約900か 所)に 至る二級回線で構成されて
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第2-3-17図 水防道路用通信回線系統図
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いる。一級回線は,2ル ート化(う かい路を含む。)を完成 しているが,更 に

準一級回線等についても2ル ー ト化を進めている。また,洪 水予報,水 防警

報,ダ ム管理等に必要な水位,雨 量情報等をテレメータ回線等により伝送,

収集するとともに,ダ ムの放流警報を通報するための回線としてVHF帯 に

よる無線回線が整備されている。

さらに,広 範な降雨状況を観測す るための雨量 レーダ(現 在,赤 城山,三

ツ峠,釈 迦岳,深 山に設置)の 整備を行っているところである。

一方 ,移 動通信系は,河 川,道 路における危険箇所の早期発見,応 急処理

又は災害時における情報収集,伝 達を行 うため,工 事事務所,出 張所等を基
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地局として,VHF帯 又はUHF帯 で通信網を構成している。

なお,地 上のマイクロウェーブ回線の補完用 として,ま た,災 害に強い堅

固な通信回線として,通 信衛星2号(CS-2)の 利用を検討 している。

(2)中 央防災用通信

ア.現 状

近年,大 都市における建造物等の構造や住民の生活様式については,各 方

面から防災対策上多くの問題点があ ると指摘されてお り,特 に首都圏におい

て大地震等非常災害が発生 した場合,建 造物の複雑 ・大規模化や密集市街地

の形成によって二次災害発生の可能性が極めて高 く,そ の被害は極めて大き

くなると予想されることから,国 や地方公共団体等関係機関では,防 災のた

めの各種対策を講じている。

国土庁では,こ れらの防災対策の一環 として,平 素における災害関係事務

の調整,非 常災害時における災害情報の収集,伝 達のため,防 災関係の指定

行政機関及び指定公共機関等相互を多重無線回線で結び,電 話,フ ァクシミ

リ等の情報伝送を行 う中央防災無線網の整備を進めてお り,53年 度には,国

土庁,内 閣官房(総 理官邸),気 象庁及び建設省(警 察庁及び消防庁へ は有

線回線で接続)を 相互に結ぶ無線局を暫定的に設置 し,53年9月1日(防 災

の日)か ら運用を開始した。引き続 き55年度には,防 衛庁,郵 政省等11省 庁

について整備を行い,さ らに56年度には,大 蔵省,衆 議院等10関 係機関につ

いて整備を行って,現 在,27関 係機関相互間を結ぶ中央防災無線網を第2-

3-18図 のとお り回線構成し,運 用している。

なお,現 在までの中央防災無線網におけるシステム構成は,建 設省に設置

した自動交換機を介して,各 省庁に設置 したファクシミリ及び電話機相互で

ダイヤル自動即時通話が可能となってお り,ま た,自 動交換機 と端末装置を

結ぶ回線は,同 一庁舎内等の近距離回線を有線とするほかは,無 線化されて

いる。

イ.動 向

56年度中央防災無線網の整備に当たっては,将 来の画像伝送等情報の多様
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化 に適 応 で き るPCM回 線 を導 入 す る こ と と し,EHF帯(40GHz)で 回

線 構 成 を行 った 。 また,こ のEHF帯 回 線 は,ル ープ状 に 回線 構 成 を行 い 一

区 間 の 回線 障 害 に 対 して,方 路 変 更 に よ り救 済 で きる こと と して い る。

な お,57年 度 は,本 無線 網 の端 末 と して 日本 国有 鉄 道,目 本 銀行,電 源 開

発,東 京 電 力等 の9公 共機 関 の整 備 が 行 わ れ る計 画 で あ り,NHKと の問 を

2GHz帯,日 本 通 運 との間 を400MHz帯 で結 び,ほ か の7公 共 機 関 は40

GHz帯 の ル ー プ状 の 回線 構 成 とす る予 定 で あ る。

第2-3-18図

一一一一一一400MHz帯 回 線

一 一 一2GHz帯 回 線

40GHz帯 回 線

()内 の行政機関は,

それぞれ同一庁舎内等

の無線局に有線回線に

より接続 され るもので

ある。

(3)消 防防災用通信

消防防災用無線は,

56年 度末におけ る中央防災無線網

気象庁

建設省(灘 安庁)

/7
/

/
/衆議院

/(参議院)/

/
//

/総 理官邸

輪 総癖 　
(沖縄開発庁)

大蔵省

法務省

警察庁(自治省消防庁)

外務省(科学技術庁)

農林水産省(厚生省)

文剖省

行政管理庁
北海道開発庁

経済企画庁
環境庁

も国土庁

通商産業省

郵政省

国と地方公共団体 との間で地震予知 情 報 等 の一斉伝

達,災 害報告,火 災速報等の消防情報の収集及び伝達を行 うため消防庁が前

記(1)で述べた水防道路用無線 として建設省が開設した全国マイクロウェーブ

回線の一部を共用して,全 国47都 道府県との間に,そ れぞれ1チ ャンネルの

消防防災用の通信回線(電 話及び高速ファクシミリ)を 設置 している。

この通信回線は,56年 度に東京都との間の設定を最後に全都道府県間の整
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備が完了した。近年,特 に,大 規模地震対策特別措置法 とこれに基づく地震

防災対策強化地域が指定され,地 震予知情報の伝送体制を確立する上でます

ます重要視されている。

また,消 防庁では,上 記通信回線の多ルー ト化対策の一環 として衛星を利

用 した通信方式の導入について総合的な検討を開始 している。

(4)防 災行政用通信

ア.現 状

毎年多発す る自然災害や大規模な人為災害に対処するため,災 害予防,応

急救助,災 害復旧等の諸施策の推進について規定 した災害対策基本法(昭 和

36年法律第223号)等 に基づき,地 方公共団体が行 う防災対策の一環として

防災行政用無線局の設置を推進 している。

防災行政用無線局には,都 道府県が開設するもの,政 令指定都市が開設す

るもの及び市町村が開設す るものがある。いずれ も防災関係事務に利用する

のみならず,平 常時には一般行政事務に利用することが認められている。

(ア)都 道府県防災行政用無線局

都道府県防災行政用無線局は,37都 道府県で運用中,10府 県で計画中等

となってお り(第2-3-19表 参照),一 般的には次のような構成 となって

いる(第2-3-20図 参照)。

① 防災業務上必要な指示連絡を電話,フ ァクシ ミリによ り行 うため,災

害対策本部が設置される都道府県庁 と,災 害対策地方本部が設置される

機関,土 木出張所等の出先機関,原 子力発電所,気 象台,陸 上自衛隊等

の関係機関及び市町村 との間を結ぶ固定系無線

② 被害状況を直接把握するため,都 道府県庁,出 先機関と被害現場の車

載,携 帯無線機等との間及びこれらの無線機相互の間を結ぶもの並びに

多重通信方式による無線機相互の間を結ぶ移動系無線

③ 観測データを伝送す るため,水 位等を監視する観測所とダム管理事務

所等との間を結ぶテレメータ系無線

(イ)政 令指定都市防災行政用無線局
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第2-3-19表 防災行政用無線局設置状況(1)

(56年度末現在)

試 運 用 中
(計画完了)

一部運用中
申 請 中

(予備免許まで)

計 画 中

騰 翻 そ の他
北 海 道 ○

青 森iO

岩 手 ○

宮 城 ○一
山 形 ○ i
福 島1 ○

茨 城1 ○

栃 木 ○

群 馬i ○

埼 到 ・
千 葉 ○

東 京 ○

神 奈 川10

山 梨[ ○

新 潟 ○

長 野 ○

富 山 ○

石 川 ○

福 斜 ・
静 岡10

愛 知10

重10

岐 阜 ○
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第2-3-19表 防災行政用無線局設置状況(2)

(56年度 末現在)

試 運 用 中
(計画完了)

一部運用中
申 請 中

(予備免許まで)

計 画 中

(調査費計上のもの)そ
の 他

滋 司 ○一
大 阪10

兵 劇 10
奈 良 ○

和 歌 山 【 ○

鳥 取10一
岡 山 ○

広 島 ○

山 ・10

徳 島 ○

香 川1 01一一
福 岡 ○

佐 賀1・

長 崎10

熊 本 ○

大 分 ○一
鹿 児 副 ○一
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この無線局の構成は,市 庁 と,区 役所及び気象台等関係機関との間を結

ぶ固定系無線,市 庁又は市の出先機関 と移動体及び移動体相互間で構成す

る移動系無線及びテレメータ系無線によっており,現 在は,10政 令指定都

市のうち福岡市のみが整備,運 用中である。

㈲ 市町村防災行政用無線局

市町村防災行政用無線局の場合 も,一 般的には,固 定通信系,移 動通信

系及びテレメータ系により構成 されているが(第2-3-21図 参照),固 定

系は,市 町村内の住民に対す る災害情報の周知徹底を図るため,市 町村役

第2-3-21図 市町村防災行政用無線のシステム概念図
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場と市町村内各集落にある出先機関,路 上の屋外スピーカ等を結び,災 害

の予警報等の発令及びその内容をスピーカにより知らせる同報通信方式と

なっている。移動系,テ レメータ系の機能は,都 道府県防災行政用無線局

の場合とほぼ同様である。

56年度末における整備状況は,798市 町村である。

イ.動 向

東海地震発生の可能性が指摘され,集 中豪雨,豪 雪等の災害が多発 してい

る今 日,防 災に対す る国民の関心は極めて強いものがある。特に,災 害発生

時における通信連絡体制の確保は重要であ り,防 災行政用無線局の整備,充

実は欠 くことのできないものであることから,56年12月,都 道府県防災行政

用無線局の幹線系に2ル ー ト化を導入して回線信頼度の向上を図 り,災 害時

に活躍する移動系に移動多重の無線局や単一通信路の移動局にファクシ ミリ

を導入することなどを内容とする免許方針の改正を行い,災 害対策に万全を

期すこととした。

56年度には,山 形県,福 井県が運用に入 り,ま た,現 在運用中の都道府県

においても全面再編成を計画しているところがあり,一 層の整備促進が推進

される。政令指定都市については,現 在,福 岡市1市 のみ で あ る が,川 崎

市,横 浜市においても設置計画に着手 した。また,市 町村防災行政用無線局

の整備も年 々促進されているが,当 該無線局のもつ重要性にかんがみ周波数

の増波を行い,あ わせて,自 治省,農 林水産省等が国庫補助金を交付 して促

進を図っていることから,今 後,一 層整備されるものと期待される。

(5)消 防 ・救急通信

ア.現 状

地方公共団体は,消 防 ・救急 ・救助活動の充実,強 化を図るため,消 防の

常備化を進める一方,石 油 コンビナート火災,海 上火災等の特殊火災に備え

るとともに,社 会生活の複雑,多 様化に伴 う各種の事故,急 病等の増大に対

応するため,広 域消防 ・救急 ・救助体制の整備,強 化を図っている。

このように,常 備化,広 域化される消防 ・救急 ・救助活動を円滑に遂行す
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るため,消 防本部,消 防署等には基地局及び固定局が,消 防車,救 急車,ヘ

リコプター等には陸上移動局及び携帯局が開設されている。

また,消 防法施行令によって延べ面積1,000m2以 上の地下街に設置 が 義

務付けられている無線通信補助設備 として,漏 えい同軸ケーブルを展張する

方式の空中線等の使用が東京,横 浜,京 都,福 岡等の地下街で導入され,火

災時等における地下街と地上の消防隊員相互の連絡が十分に確保されること

となっている。

イ.動 向

多様化する各種災害に対応できる消防 ・救急通信の在 り方を検討するため

56年 度において消防 ・救急通信の実態調査を行 ったが,多 くの市町村では消

防の常備化の急速な進捗により,同 一周波数を共用す る消防機関が増加し,

あわせて災害が多様化しているので,消 防業務の運用は次第に困難を生じて

きてお り,こ の対策として周波数の増波を要望している。また,消 防 団 で

は,水 災,林 野火災等に対 して,消 防団独自で防御活動等を行 う場 合 もあ

り,消 防団専用の無線を整備 したいとするなどの意向を持っている。

(6)防 災相互通信用通信

防災相互通信用無線局は,石 油 コンビナー ト等で災害が発生 した場合に災

害現場で行政機関,公 共機関,地 方公共団体及び地域防災関係団体の防災関

係機関が協力して防災対策に必要な情報を迅速に交換することにより,円 滑

な防災活動を実施することができるように,50年10月 以来その開設が認めら

れている。その使用周波数は全国共通波158.35MHzで あ り,56年 度 末 現

在全国で3,399局 の無線局が開設運用してお り,す べて移動系である。

6航 空運送事業用

航空運送事業の分野においては,航 空機の正常運航及び機体整備,円 滑な

地上業務の推進及び乗客に対するサービスの向上等 の た め に,運 航管理通

信,陸 上移動通信及び固定通信等の事業用通信系が設定されている。
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(1)移 動通信系

ア.運 航管理通信等

国が直接行 う航空機の航行の安全のための航空交通管制通信に対 して,定

期,不 定期の航空運送事業者が自社の航空機の整備,運 航その他航空機搭乗

者に関す る一般事務等に関し,事 業用 として行 う通信がある。このような通

信を一般に運航管理通信 と称している。

現在,我 が国には,日 本航空,全 日本空輸,東 亜国内航空,日 本アジア航

空,日 本近距離航空,南 西航空等旅客,貨 物の輸送を行 う運送 事 業 者 のほ

か,広 告宣伝,農 薬散布,各 種の測定,乗 員養成,訓 練等を行 う航空機使用

事業老が多数存在しているが,こ れらの事業体(約50社)が 自己の事業用 と

して航空局,航 空機局等の無線局を開設 し,専 用 の 通 信(主 にVHF帯 に

よる。)を行っている。

国際路線に就航中の航空機の航空運送事業者間の通信は,米 国のARINC

社のホノルル,サ ンフランシスコ,ニ ューヨーク及びサソファンの各局,ま

た,英 国航空のスピードバードロン ドン局及びケーブルアソドワイアレス社

のホンコン ドラゴン局を介して(短 波帯による。)行われている。

このほかに,警 察庁及び海上保安庁がそれぞれの所掌業務遂行のために,

また,新 聞社がニュース取材活動のために,航 空機を運航してお り,航 空機

局及び航空局を開設 して,運 航に関する通信及び業務に必要な事項の通信を

行っている。

イ.陸 上移動通信

空港内における航空機の整備,駐 機場の管理,搭 乗者の誘導及び荷物の搬

入,搬 出等に関する通信は,陸 上移動通信により行われている。

この通信は,管 理部門と作業現場との間及び作業現場相互間において作業

の効率化のために行われるものであ り,主 に定期航空運送事業者によって使

用されている。57年3月 末における日本航空,全 日本空輸及び東亜国内航空

3社 の無線局数の合計は,基 地局が64局,移 動局が1,009局 となって い る

(第2-3-22図 参照)。
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第2-3-22図 空港におけ る陸上移動通信系 の概略 図
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③ 貨物 郵便 に関す ること。

(2)固 定 通 信 系
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通 信事項 は,次 のとお りで ある。
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〔管理 部門〕
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④ 機体整備に関す ること。

⑥ 駐機場作業管理 に関す るこ と等。

大手の定期航空運送事業者においては,運 航,運 送(旅 客及び貨物),営

業,整 備及びその他の一般的な業務を迅速かつ的確に処理し各部門において

直ちに必要な情報が得られるようにデータ通信システムが導入されている。

このシステムは,各 支店,各 営業所,旅 行代理店及び本社の各部門の端末

機 とコンピュータとが特定通信回線で結ぼれてお り,座 席予約,運 航情報,

フライ トプラン,気 象情報等の各情報の伝送のほかに資材管理,営 業統計の

分析等に広範に利用されている。

国際路線就航機の乗入地については,国 際特定通信回線又は国際航空通信

共同体(SITA)の 回線を利用し,テ レタイプ系を含め,デ ータ通信網が構
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成されている。

イ.そ の 他

コソピュータが利用されていない業務分野及びデータ通信を導入していな

い航空運送事業者においては,電 話,フ ァクシミリ,テ レタイプ及びテレッ

クス等が使用されている。

(3)国 際航空通信共同体(SITA)

SITAは,各 国航空会社の業務用通信を取 り扱 うため,24年2月 にベギル

ー国内法に基づき設立された 非営利の団体であり,「加盟航空会社の業務運

営に必要な情報を伝送するため,各 国における電気通信手段を研究 し,電 気

通信設備を設置し,取 得し,及 び運用を行 う。」ことを目的としている。

SITAに 加盟している航空会社は,56年 度末で250社 であ り,回 線網は,

158か 国に及んでいる。我が国では,日 本航空,全 日本空輸及び 日本アジァ

航空がこの回線を利用 している。

(4)統 合通信方式等による無線電話

新東京国際空港(成 田)及 び那覇空港においては,国 等が行 う航空交通管

制のための通信を除き,一 般の空港内航空関係無線通信は,原 則として,国

際電電及び電電公社が提供する公衆通信業務を利用して行われている。

大阪国際空港内においては,航 空関係無線通信の一部が公衆通信として取

り扱われている。

7海 上運送事業用

(1)外 航海運用通信

外航船舶は,一 般に,中 波電信,中 短波電話,短 波電信,短 波電話の周波

数を使用した大電力の無線設備,世 界の主要港湾において使用 され て いる

VHF無 線電話(国 際VHF)設 備のほか,レ ーダ,無 線方位測定機,ロ ラ

ン受信機等各種の無線設備を備え,航 行の安全及び貨物の輸送 ・手配等に関

す る通信を内外の海岸局と行 うとともに,船 舶向けに送信されている気象・

海象その他航行の安全に必要な情報を受信している・これ ら外航船舶におけ
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る事業運営や乗組員のための通信は,主 として短波帯による公衆通信によっ

て行われてきているが,短 波帯による通信は電離層の変動による影響を大 き

く受けて不安定であるため,そ の円滑な疎通を図るとともに,近 年の通信量

の増大に対処するため,最 近海事衛星通信を利用するための宇宙通信システ

ム用の無線設備を設置する船舶が増加 している。

1982年2月 には,そ れまで海事衛星通信の先駆的役割を果したマリサ ット

・システムに代わ り,国 際海事衛星機構(イ ンマルサ ット)条 約に基づくイ

ンマルサ ット・システムが運用を開始 し,ほ ぼ,全 世界の海域をサービスェ

リアとして,電 話,テ レックス及びデーテル(高 速度テレックスに画像通信

機能を加えたもの)の 公衆通信サービスを提供してお り,短 波通信ではでき

なかった 「いつでも,ど こでも」高品質の通信が確保 され るようになった。

我が国においては,マ リサ ット・システムによるサービスが開始 されて以

来,こ のシステムを利用 した船舶が増加してお り,56年 度末現在,134局 が

開設されている。インマルサ ット・システムへの移行を契機に一層の増加が

見込まれるところである。

また,現 在,国 際海事機関(IMO)に おいては,移 行時期の目途 を おお

むね1990年 においた,こ れら外航船舶を対象 とする全世界的な海上遭難 ・安

全制度(FGMDSS)に ついて検討を重ねているが,こ の制度は,「1979年 の

海上捜索救難に関する国際条約(SAR条 約)」 に定める捜索救難業 務 を 効

率的に実施するものであ り,今 後のIMO等 の検討状況によっては,将 来,

外航船舶に開設 される無線局について,大 幅な変革が予測されている。

(2)内 航海運用通信

目本周辺海域を航行する内航船舶は,電 電公社が提供する沿岸 無 線 電 話

(公衆通信)設 備を利用 して事業運営や乗組員のための通信が行われている

ほか,法 令により無線設備の設置が強制されるいわゆる義務船舶局では,中

短波無線電話やVHF無 線電話等が整備 され,航 行の安全のため の通信が

行われている。

内航の海運事業者等の中には,事 業の必要上,あ るいは,沿 岸無線電話で
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は通信が困難な海域で通信を行 う必要があることから,無 線利用組合等の団

体をつ くり中短波無線電話の海岸局(全 国8か 所)を 開設 した り,ま た,海

運事業を能率的に行 うことを目的として専用の海岸局を開設 し,船 舶との通

信を行っているものがある。

なお,長 距離カーフ山リーについても,そ の航行の安全を図るために無線

電信を設置 している。

以上のほか,海 上でのスポーツ,レ ジャー人口の増加に伴い遊漁船やヨッ

ト等に船舶局を開設するものが増えてお り,ス ポーツ,レ ジャー用海岸局と

の問で,安 全等に関する通信が行われている。

その他小型内航船舶においては,沿 岸無線電話のほか,無 線航行移動局及

び遭難自動通報局を開設 して航行の安全を確保しているものもある。

8港 湾通信業務用

VHF帯 無線電話による港湾通信業務は,港 湾内又はその付近における船

舶の交通整理,び よう地,船 席の指定,検 疫のほか,水 先業務,ひ き船事業

等を含む船舶の移動を安全かつ能率的に遂行するために行われ る もの であ

る。

56年度末現在,海 上保安庁の海岸局59局 のほか,港 湾管理者たる地方公共

団体の開設する海岸局(ポ ー トラジオ)17局 がこの業務を行っている。

貿易の伸長に伴い,我 が国主要港湾における内外船舶の往来はとみに増加

してお り,港 湾通信業務はますますその重要性を増 しているが,そ の一端を

東京湾にみると,56年 度に同湾内においてVHF帯 無線電話を利用した 船

舶の同湾内各ポー トラジオ等取扱い無線局及び国籍別の船舶数は第2-3-23

図のとお りであ り,前 年度に比べ35.5%の 増加 となっている。

なお,東 京湾におけるVHF無 線電話を使用するポートラジオの56年 度

の通信状況をみると,第2-3-24表 のとお りである。

また,港 湾内における船舶の移動と密接不可分の関係にある水先業務及び

ひき船事業においては,港 湾通信業務用の海岸局 と設備を共用 して専用の海
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岸局(56年 度末現在3局)を 開設し,一 体的な運用を行って い る も のがあ

り,さ らに,本 船 とひき船との間等の通信を円滑に行 うため,VHF帯 及び

UHF帯 の周波数による船上通信局 も使用されている。

第2-3-23図VHF無 線電話利 用船舶数

ノー ル
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899隻
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2.7%

米 玉
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その 他
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千 葉
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日 本
8,527隻
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横 浜

13,330隻

36.2%

パ ナ マ
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18.3%

第2-3-24表 東京湾におけ るポー トラジオの通信取扱状況

ポ ー トラジ オ 通信延 ぺ 時 間 通 信 回 数 通信相手局数

横 浜 71g時 間18分
回23

,165
局13

,143

川 崎1 14216 4,543 2,729

東 京 226 6 7,237 4,346

千 剰 29414 9,441 5,285

横 須 劃 25 8 797 512

計 1,407 2 45,183 1 26,015
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VHF帯 無線電話は,56年 度末現在,外 国航路に就航する船舶の船舶局,

国内航路の義務船舶局等を含め我が国の船舶局の うち5,531局 に設置されて

いるが,港 湾内における円滑な運航等を確保するために非常に有益なもので

あるので,主 要港湾に出入 りする船舶は,こ の設備を装備することが期待 さ

れ る。

9漁 業 用

(1)漁 業と通信

日本周辺の沿岸 ・沖合漁場,さ らには遠 く外国水域の漁場に出漁 し,操 業

している我が国の漁船は,操 業に必要な各種情報の入手いかんによ り漁獲高

に影響を大きく受けることがあ り,ま た,今 日の漁業にとって無線通信は,

情報伝達のために不可欠の手段 となってお り,漁 業経営の円滑な運営の推進

に役立てられている。

漁業通信の種類には,漁 場における気象 ・海況,漁 場の位置 ・魚群状態か

らなる漁況,使 用漁具の手配等の操業上の打合せ等を内容 とする通信及び漁

業監督官庁から漁船に対 して行われる漁業の指導監督のための通信がある。

また,沿 岸諸国が自国の沿岸から200海 里以内に漁業水域を設定し,同 水

域内における外国漁船の操業を規制するという新海洋秩序が定着しつつある

今目においては,同 水域で操業する我が国の漁船が沿岸国の漁業当局に対し

て行 う入 ・出域報告等の義務的通報の伝送が,新 たに加わった。

これ らの通信は,僚 船相互間の情報交換については,漁 船に開設されてい

る無線局(船 舶局)を 介して行われ,ま た,船 主等に対する報告及び船主等

からの指示等については,陸 上に開設されている無線局(漁 業用海岸局)を

介して行われる。

さらに,長 期間漁業に従事する漁船乗組員と留守家族との間に取 り交わさ

れる安否 ・動静等の通信は,公 衆通信を取 り扱っている海岸局を介して公衆

無線電報又は無線電話通話の形態で行われてお り,乗 組員及び留守家族にと

って,日 常生活の安定した基盤維持のために欠 くことのできない もの で あ
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る。

(2)通 信施設等の概要

漁船の船舶局数は,56年 度末において6万7,818局 に達 し,前 年度末より

1,445局 が増加したが,こ の増加分は,沿 岸漁業に従事する小型漁船が大半

を占めている。

漁船の船舶局数を操業区域別に大別すると,沿 岸漁業に従事する26MHz

帯,27MHz帯,60MHz帯 又は150MHz帯 の周波数を 使用する無線設備

のみを設置しているものが5万7,633局 と船舶局総数の85%を 占めてお り,

残る1万185局 は,我 が国の沖合漁場又は外国沿岸等の遠洋漁場で操業する

漁船の船舶局であり,中 短波帯及び短波帯の周波数を使用 して遠距離通信を

行 っている。

漁業用海岸局は,漁 船の船舶局を通信の相手方 として無線電信又は無線電

話により漁業通信を行 う無線局であって,漁 業協同組合,公 益法人,任 意組

合等が免許人となって,国 内の漁業根拠地に開設 されてお り,56年 度 末 で

661局 がある。

近年は,総 トン数10ト ソ未満の小型漁船の船舶局の増加に対応して,空 申

線電力1ワ ットのDSB(両 側波帯通信方式)の 漁業用海岸局が増加し てお

り,56年 度末で429局 と,海 岸局総数の65%を 占めている。

漁業用海岸局の中には,国(水 産庁)又 は地方公共団体が開設する漁業指

導用の海岸局を併せ開設しているものがある。中央漁業無線局はその一例で

あって,社 団法人全国漁業無線協会を免許人とす る漁業通信用及び公衆通信

用の海岸局と水産庁を免許人 とする漁業指導用の海岸局が併設されてお り,

我が国の沖合,遠 洋の漁場で操業する漁船との間で中短波帯,短 波帯の周波

数を使用して無線電信又は無線電話による漁業通信等のほか,漁 船向けのフ

ァクシミリによる漁 ・海況通報の放送を実施 している。また,母 船式の北洋

漁業及び遠洋底びき網漁業等に従事する漁船 との間では,狭 帯域直接印刷電

信(テ レプ リンタ)に よる通信を行っている。

漁業用に使用される周波数は,中 短波帯か らVHF帯 の広い周 波 数帯の
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中 で,現 在,中 短 波 帯 で143波,短 波 帯 で312波,26MHz帯 及 び27MHz帯

で148波,30MHz帯 以 上 のVHF帯 で31波 が 指定 され て い る。

漁業 にお け る無線 利 用 の特殊 設 備 と して,遠 隔 制御 魚群 探 知 用 無 線 設 備

(テ レサ ウ ソ ダ),ラ ジオ ・ブ イ,レ ーダ ・ブイ が,省 力 化及 び漁 獲 高 の 向

上 のた め に 活用 され てい る。遠 隔制 御 魚群 探 知 用 無 線設 備 は,40MHz帯 の

周波 数 を 使 用 して網 の中 に 入 っ た魚 群 の情 報 を 得 る装置 であ り,定 置 網 漁 業

及 び ま き網 漁業 に使 用 され て い る。 ラ ジオ ・ブ イは2MHz帯 又 は27MHz

帯 の周 波 数 を使 用 して,ま た,レ ー ダ ・ブイ は レー ダ用 周 波 数 と40MHz帯

の 周波 数 を 使用 して漁 具 等 の位 置 確 認 の ため に利 用 され る装 置 で あ っ て,は

え なわ 漁 業,流 し網 漁 業 等 に使 用 され て い る 。

そ のほ か,養 殖 漁 業 を 行 っ て い る漁場 の管 理 を 行 うため に,北 日本 及 び北

海 道 の一 部 地 区 で レー ダが 使用 され て い るが,こ れ は,レ ー ダ利用 の新 しい

形 態 で あ る。

操 業 海域 ・漁 業 種 類 別 に よる漁 船 の通 信施 設 等 の概 要 は,次 の とお りで あ

る 。

ア.沿 岸 漁業 及 び沖 合 漁 業

沿 岸 漁 業 に従 事 す る漁 船 は,そ の ほ とん どが 総 トン数10ト ン未 満 の もの で

占 め られ て い る 。 これ らの 小型 漁 船 に は,26MHz帯 及 び27MHz帯 の 周

波 数 を 使 用 す る空 中線 電 力1ワ ッ トのDSB無 線 設 備 が主 に設 置 さ れ て お

り,こ の26MHz帯 及 び27MHz帯1ワ ッ トDSBの み の船 舶 局数 は,他

の船 舶 局 に 比 して顕 著 な増 加 を続 け,56年 度末 で5万1,662局 に達 し漁 船 の

船 舶 局 総数 に 占め る比 率 は76.2%で あ る。

26MHz帯 及 び27MHz帯1ワ ッ トDSBの 無 線設 備 は,価 格が 低 廉 で

あ り,小 型 で 操 作 が容 易 で あ る こ とな どの ほ か,無 線 局 の免 許 取 得 の方 法 も

簡 易 で あ るた め,こ の よ うに普 及 して い る もので あ る。

これ らの 小型 漁 船 に お い て行 わ れ る通 信 は,漁 ・海 況 の 交換,投 網,揚 網

等 に関 す る相互 連 絡 が 主 な もので あ るが,沿 岸 漁業 で は同 一 の比 較 的 狭 い漁

場 に多 数 の漁船 が集 ま って操 業 す る形態 が とられ るた め,通 信 は,特 定 の時
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間帯に集中して行われ,ふ くそうすることが多い。

また,沿 岸あるいは沖合の漁場で,小 型機船底びき網,ま き網,さ んま棒

受け網,い かつ り等の漁業に従事する漁船 に は,中 短波帯,短 波帯及び26

MHz帯 ・27MHz帯 の周波数を使用するSSB(単 側波帯通信方式)の 無線

電話設備が装備されてお り,中 短波帯及び短波帯の無線電信設備を装備す る

ものは,近 年少なくなった。

イ.遠 洋 漁 業

遠洋漁業の中 ・大型漁船は,か つお ・まぐろ漁業,底 びき網 漁 業,捕 鯨

業,ま き網漁業等の世界の好漁場に出漁 し,1回 の出漁期間が1年 前後 と長

く,近 年は一層長期化の傾向にある。これ らの漁船の船舶局に設置されてい

る無線設備は,中 波帯無線電信,中 短波帯の無線電信,無 線電話,短 波帯の

無線電信,無 線電話,26MHz帯 及び27MHz帯 の無線電話,VHF帯 の無

線電話等である。

特に短波帯の周波数は,遠 洋漁場 と国内漁業基地との直接連絡を確保する

ためには欠 くことのできない周波数であるが,短 波帯の通信は,そ の周波数

が各国の船舶局によって世界的に共通に使用されているため混信を受け易い

こと,遠 距離通信のために時間的,場 所的に電波伝搬状況が変化す ることな

どの条件が加わ り,直 接に国内の漁業用海岸局との円滑な通信を維持す る上

で困難性がある。

ウ.母 船式漁業

母船式漁業には,母 船式底びき網漁業,母 船式捕鯨業,母 船式さけ ・ます

漁業,母 船式かに漁業があ り,こ れ らの漁業の主要漁場は,南 氷洋及び北洋

にあるが,日 ・ソ漁業協定等及び国際捕鯨委員会年次会議の動向等にみ られ

るとお り,国 際的な漁業規制が年々強 くなっている。

母船式漁業における無線通信は,母 船 と独航船又は捕鯨船との間,独 航船

又は捕鯨船相互間,母 船 と基地海岸局 との間等で行われ,こ れら漁船の船舶

局には,遠 洋漁業の漁船の無線設備 と同様のものが設置されている。

また,澤 船の船舶局において取 り扱われる通信量が膨大であ り,一 方で,
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電波伝搬条件により基地海岸局との間の通信可能時間が短いため,短 時間に

大量の通信を疎通させなければならないことから,母 船には,人 手による無

線電信の数倍の高速度伝送の可能な狭帯域直接印刷電信装置が設置されてい

る。

(3)動 向

ア.中 短波 ・短波帯漁業用海岸局の統合

中短波 ・短波帯漁業用海岸局の運営は,そ の海岸局を利用する漁船の船舶

局の免許人である船主等の賦課金,利 用料又は助成金等により維持されてい

るが,近 年,沿 岸諸国の200海 里水域内における外国漁船に対する規制の強

化及び燃油価格の高騰による操業経費の増加等により,我 が国漁業者は経営

の困難な状況に置かれてお り,沖 合及び遠洋漁業に従事す る漁船の船舶局を

主 として通信の相手 とする漁業用海岸局においては,中 ・大型の所属漁船の

船舶局が減少し,運 営がますます困難にな りつつある。

また,電 波技術の進歩によ り,無 線電話通信においては,装 置 が 小 型化

し,操 作が容易で安定した通信が可能 となっているところから,漁 船におい

ては,無 線電話の通信利用の需要が増大 している。

これらのことから,漁 業関係者においては,運 営の合理化 と通信需要への

対応を図るための方策の検討が行われているが,こ れら施策の一環として,

既設漁業用海岸局の統合,整 備が推進されている。

56年度においては,宮 城県内の気仙沼,石 巻,塩 釜の3漁 業用海岸局を統

合 して宮城県漁業用海岸局を開設,56年7月1日 に運用を開始 した。引き続

き,三 重県下の尾鷲と浜島,福 井県下の小浜 と大島及び青森県下の青森 と八

戸の漁業用海岸局の統合が推進されている。

イ.26MHz帯 及び27MHz帯 の漁業用海岸局の運用の合理化

26MHz帯 及び27MHz帯 漁業用海岸局は,地 先漁業に従事する小型漁船

(総 トン数10ト ン未満)を 対象として全国各地の主要漁港の429か 所に設置

されている。

しかし,こ れらの海岸局は,地 元漁協により運営されているものが大部分
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を占めてお り,そ のため,要 員の配置,聴 守体制等の運用体制が 弱 体 で あ

り,所 属漁船が出漁している間(特 に夜間)開 局することが困難な局が多 く

認められる実情にある。

兵庫県漁業協同組合連合会では,県 下の内海区域に所在す る約900隻 の小

型漁船の安全操業を確保するため,夜 間における聴守を主 とした中心局構想

を打ち出し県下の内海地域に所在す る既設海岸局(10局)の 通信エリアがカ

バーできる淡路島の山頂を送受信点とする神戸漁業用海岸局を開設 し,57年

4月1日 から運用を開始 しているが,こ れは,既 設の弱小海岸局の運用体制

を補完する方法として極めて有効であ り,今 後 この種の海岸局の開設が望ま

れる。

ウ.沿 岸漁業における無線通信の需要増

沿岸漁業に従事する総 トン数10ト ン未満の小型漁船の船舶局は,56年 度末

で5万1,623局 に達 し,前 年度に比べ4.8%の 増加 となってお り,こ の傾向

は,今 後も継続す るものと考えられる。

一方,こ れらの船舶局の利用のために指定している26MHz帯 及び27MHz

帯の周波数はひっ迫 してお り,増 波は困難な状況にある。

10新 聞 ・通信用

(1)現 状

新聞社及び通信社の事業は,随 時随所に発生す るいろいろな事件を迅速か

つ正確に報道することが使命であって,そ の手段 として,通 信が不可欠なも

のであるのはもちろんであるが,特 に無線通信は,陸 上移動無線及び同報無

線 として利用されてお り,ニ ュースの取材 ・収集及び供給に関し重要な役割

を果たしている。

この無線通信のうち,陸 上移動無線は主 として取材活動に 使 用 さ れ,ま

た,同 報無線は通信社が経済ニュース等を金融機関,商 社等に対 して通報す

るために利用されてお り,こ れらに使用す る周波数帯はVHF帯 及びUHF

帯である。
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なお,56年 度末 現 在,新 聞 社 及 び通 信 社 では,3,873局 の無 線 局 を運 用 し

て い る。

(2)動 向

日本 新 聞協 会 で は,郵 政 省 電 波研 究 所,電 電 公 社 と ともにCS応 用 実 験 と

して,報 道用 各種 情 報 の伝 送 実験 の一 環 と して,デ ィジ タ ル化 され た 新 聞 紙

面 電 送 情報 を衛 星 回線 を 用 い て伝 送 す る場 合 の 問題 点 を把 握 す るこ とを 目的

と して,57年4月 に①FDM(FrequencyDivisionMultiplex:周 波 数 分 割

多 重)回 線 実 験,②PSK(PhaseShiftKeying:デ ィジ タ ル位 相 変調)回 線

実 験 を 行 い,良 好 な品 質 の紙 面 電送 を行 え る こ とを確 認 した 。

11道 路管理用

(1)現 状

日本道路公団は,道 路交通需要の急激な増加と,道 路整備促進の要請にこ

たえ,有 料道路の建設管理を行 ってお り,57年3月 末現在で,高 速自動車国

道については一部区間の供用も含めて供用中20路 線(3,010km),建 設中30

路線(2,839km),一 般有料道路については供用中51道 路(682km),建 設

中30道 路(267km)と なっている(な お,一 般有料道路は57年4月1日 現在

の数字である。)。今後建設 されるものも含め,全 国の高速自動車国道の予定

路線は約7,600kmと 計画されている。

高速道路における維持管理のための連絡は,特 に迅速性が要求されるが,

現在の通信系としては,非 常通信系,指 令通信系,業 務通信系,移 動 通信

系,電 光表示の監視制御及び交通情報伝送系,電 力 ・防災 ・気象観測等附帯

設備監視制御系,料 金収受関係及び長大橋観測等のデータ伝送系がある。

これら高速道路における通信系は,移動通信系を除き,名神高速道路及び中

央自動車道の一部については,マ イクロウェーブ多重無線回線を主体として

お り,それ以外の高速道路については,電 電公社の通信回線を使用している。

また,移 動通信系については,道 路上の巡回車や作業車等と事務所との間

で連絡を取る必要から,日 本道路公団のほか,首 都圏における首都高速道路
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公団,阪 神圏における阪神高速道路公団及び各県の道路公社においても,そ

れぞれ所管の高速道路の維持管理のため,150MHz帯 又は400MHz帯 の

電波を使用 している。

一般有料道路においては,使 用区間が短いことから,移 動無線電話のみが

設置されている場合が多い。

(2)動 向

日本道路公団では,地 震等の災害時あるいは重大事故発生時及び年末年始

等の交通混雑時における情報の収集 ・提供に対処するため,ヘ リコプターを

利用し,こ のヘ リコプターと地上の無線局間の通信回線を開 設 した。 さら

に,同 公団は,災 害対策基本法による指定公共機関として,地 震防災応急対

策を実施する責務を負っていることから,大 災害等有事における迅速かつ正

確な情報収集 とこれに基づ く的確な情勢判断及び指揮命令伝達体制を確立す

るため,55年 度を初年度 とする4か 年計画で,本 社,各 管理局及び各管理事

務所間を無線回線で結ぶ防災対策用無線局の開設に着手している。

また,近 年,モ ータリゼ ィションの進展に伴い,道 路交通に 関 す る情報

は,国 民にとって必要な生活情報であ り,取 り分け ドライバーにとっては欠

くことができない情報 となっている。そこで,郵 政省を中心 として警察庁,

建設省等関係機関で,現 用のカーラジオを通じて,慢 性的な交通渋帯多発地

区等の特定区間を走行する車両の ドライバーに即時性のある交通情報を直接

に提供す る路側通信システムを開発することとし,警 察庁及び 日本道路公団

は,実 験用の周波数 として中波放送用周波数の上側の1,627kHzを 使用し

た実験局を開設 して,こ のシステムについての所要の実験を行 っている。

12鉄 道事業用

(1)日 本国右鉄道

ア,現 状

(ア)日 本国有鉄道の業務と通信

日本国有鉄道(以 下 「国鉄」 とい う。)では,安 全迅速かつ正確に列車を
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運行するため,ま た,迅 速かつ円滑な旅客サービス等の営業活動を行 うた

めに,関 係者間における正確な指令伝達及び緊密な情報連絡の手 段 とし

て,電 気通信回線の確保は不可欠の要件となっている。

国鉄通信回線は,こ れらの目的のために,全 国規模において整備されて

お り,本 社一 鉄道管理局(30局)間 等の長距離i回線はSHF無 線回線,

鉄道管理局一 鉄道管理局間等の中距離回線はSHF・UHF無 線回線及

び有線回線,鉄 道管理局一 現業機関(駅 ・機関区 ・保線区等)間 の近距

離回線はUHF・VHF無 線回線及び有線回線で構成されている。

(イ)伝 送路の構成

基本的には大容量の長距離基幹回線はSHF無 線回線 に よって,鉄 道

沿線の近距離中容量回線は有線回線によって構成されるが,そ の伝送路の

内容は次のとお りである。

A電 話 回 線

㈲ 交換電話回線

列車の運行,営 業等に関する業務を遂行するため,組 織内のいずれ

の機関とでも交換機を介して結ぶ通話に使用している。

(β)直通指令電話回線

列車の運行状況を把握し,必 要な指揮命令(列 車指令,旅 客指令,

貨物指令等)を 行 う際の通話等を確i保するため,交 換電話とは別に,

指令と指令を受ける者との間を直通で結び使用している。

◎ 直通区間電話回線

列車の運行状況の問合せ,応 答等のため,駅 相互間,電 力区,通 信

区等の事務所相互間を直通で結び使用 している。

◎ 構内電話回線

駅及び操車場構内における業務連絡,一 斉情報伝達等のため駅長室

を中心に改札,ホ ーム,貨 物扱所,信 号扱所等相互間を結び使用して

いる。

B電 信 回 線
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㈹ 交換電信回線

列車の運行,営 業等に関する情報を記録通信(印 刷電信及び模写電

信)に より確実に伝送す るため,交 換機を介 して結び,各 種業務連絡

用として使用している。

⑧ 直通電信回線

駅相互間等特定の区間を結ぶ電信回線であ り,次 のような用途に使

用 している。

① 列車の遅延時間を駅から指令室に伝達すること。

② 貨物列車の分解,組 成のため,到 着列車の組成内容,そ の後の組

成予定を操車場事務室から構内関係先に一斉に伝送すること。

③ その他図表,文 書等を伝送すること。

Cデ ータ通信回線

情報を処理し,又 は情報を伝送するため,デ ータ情報 の入力装置と

電子計算機を結ぶ回線であ り,次 のような用途に使用している。

㈹ 列車の座席予約用として,み どりの窓口の端末装置 と国立市にあ

る中央情報処理装置間におけるデータ伝送。

⑧ 新幹線における設備管理,資 材管理,経 理事務等の集中管理用と

して,新 幹線総局と関係機関との問におけるデータ伝送。

◎ その他,貨 物列車貨車組成用,地 域間急行貨物用等の デ ー タ伝

送。

⑰ 主要な無線設備

56年度末の無線局数は,4万3,942局 で,使 用 している無線設備の概要

は次のとお りであ り,設 備状況は,第2-3-25表,第2-3-26表 及び第

2-3-27表 のとお りである。

A固 定 業 務

本社 と鉄道管理局との間及び鉄道管理局相互間を結ぶSHF多 重無線

回線(7GHz帯 及び12GHz帯)と 鉄道管理局 と主要駅 との間及び主

要駅相互間を結ぶUHF多 重無線回線(400MHz帯 及び2GHz帯)と
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があ り,指 令電話,CTC(列 車集中制御装置)の 制御,各 種データ伝送

等の回線として使用 している。

B移 動 業 務

㈲ 新幹線用列車無線(400MHz帯)

新幹線列車の運転に必要な運転指令,旅 客営業に関する旅客指令,

業務通信,公 衆通信を行 うため,指 令所と乗務員,乗 務員 と駅等の関

係機関,乗 客と一般加入電話との間を結び使用す るものであり,新 幹

線の運行にとって必要不可欠のものとなっているが,東 海道 ・山陽新

幹線は空間波方式を,東 北 ・上越新幹線ではLCX(漏 えい同軸ケー

ブル)方 式を採用し,よ り安定した通信が行われることとな っ て い

る。

(B)乗 務員無線(400MHz帯)

列車の運転,保 安等に関する情報連絡のため,運 転士と車掌との間

及び乗務員 と駅 との間の通信に使用するものである。

⑥ 構内無線(400MHz帯)

操車場等において,貨 物列車の貨車の分解,組 成を行 う際,構 内作

業員相互間の業務連絡に使用するものである。

⑨ 自動車無線(150MHz帯)

鉄道に関する事故,災 害等の際,そ の現場から関係機関への情報連

絡に使用し,通 常は公安業務,保 線作業等の連絡用として使用するも

のであ り,交 換電話にも接続することができる。

第2-3-25表 無線局数表

種 別 局 数

固 定 局

基 地 局

移 動 局

そ の 他 無 線 局

610

2,950

40,162

220

計 43,942
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第2-3-26表 在来線移動通信系設備数(局 数)

識
(列 車 無 線)
指 令 情 報無 線

自 動 車 無 線

使用周波数

UHF

VHF

VHF

無 線 局 数

基地局
移動局

39
890

基地局
移動局

73

550

一・・プター無副VH・ 232

防 護 無 線 VHF 511

列 車 接近警剃UH・ 1,166

作 業 用 無 線

移 動 多 重 無線

乗 務 員 無 線

HF

VHF

UHF

UHF

9,120

基地局
移動局

4

7

基 地 局2,314

移 動 局19,289

ITV無 線 UHF 4

構 内 無 線 UHF 基 地 局148

移 動 局3,160

そ の 釧 1,929

計 39,436

備 考

新線線を含む 。

第2-3-27表 新 幹線移動通信系設備数(局 数)識
列 車 無 線

構 内 無 線

使用周波数

UHF

VHF

無 線 局 数

基地局
移動局

151
179

基地局
移動局

66
889

防 護 無 釧VH・1闘 局 1,212

保守用車接近警報無線 UHF 基地局
移動局

38

888

架羅 騨 用鱒 ドUH・i 133一
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㈲ 防護無線(150MHz帯)

線路等に異常が発生 した場合に,車 上,踏 切又は携帯用の装置から

電波を発射し,対 向,続 行列車を停止させるために使用するものであ

り,新 幹線の全線,常 磐線の一部で使用している。

(F)そ の 他

上記のほか無線設備 としては,船 舶無線,在 来線用列車無線,公 安

無線,作 業連絡用無線,レ ーダースピー ドメータ,列 車接近警報用無

線等がある。

イ.動 向

国鉄が安全で円滑な輸送業務を遂行する上で,電 気通信の果たす役割は大

rきく
,特 に最近における列車ダイヤの過密化,列 車の高速化に伴い,列 車集

中制御,電 力系統の集中管理等,電 子計算機による情報処理及びこれに基づ

く制御の自動化等が逐次進行しているが,今 後はデータ通信の需 要 が 増 大

し,通 信回線に対する期待が高まるとともに,そ の信頼度の向上 が 要 求 さ

れ,無 線系の伝送路は増大する傾向にある。

最近における無線関係の主な動 きは,次 のとお りである。

(ア)在 来線用列車無線

山手線,京 浜東北線,赤 羽線においては,安 全な輸送の確保と輸送力の

増強を図るためATC(列 車自動制御)化 工事を行ってお り,こ れに併せ

て必要になる列車無線に係る基地及び陸上移動局について,免 許を付与 し

ている。

この列車無線は,各 指令 と乗務員間において直接指示連絡を随時行 うこ

とを目的とし,多 チャンネルを使用 し,列 車を個別に呼び出し,常 時同時

通話を行 うことができるものである。

このATC関 連方式は,56年 度に山手線 と京浜東北線の一部で運 用 を

開始したが,残 りの区間においても整備を計画している。

(イ)青 梅線列車無線実験

国鉄では,輸 送管理面,運 転保安面及び列車運転業務の近代化を目的 と
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した全国列車無線整備計画の一環として,東 京 ・青梅線において,通 話機

能,列 車防護機能,デ ータ伝送機能を有した新しい方式の在来線列車無線

装置の実験を実施中である。

㊥ 衛星通信システムに関する実験

国鉄の伝送路が大規模地震等の災害により被害を受けた場合の通信回線

の確保等に通信衛星を利用す る場合の技術的要件,運 用要件を明確にする

とともに,こ のようなシステムの技術基準の策定に資す ることを目的とし

て,国 鉄本社と静岡鉄道管理局に実験局を開設 し,実 験用中容量静止通信

衛星(CS)を 介し,電 話,フ ァクシ ミリ,デ ータ等の伝送に関する各種

実験を実施している。

また,58年 に打上げが予定されている我が国初の実用通信衛星である通

信衛星2号(CS-2)の 利用を検討 している。

(2)民 営 鉄 道

大都市を起点とした鉄道路線を有する民営鉄道では,増 加する輸送需要に

対処するため,列 車の増発,車 両編成増等を行ってお り,列 車の安全運行の

確保のために,無 線通信が重要な役割を果している。

無線通信の利用形態は,列 車の運転指令用,事 故発生時における運輸指令

所 と駅及び列車乗務員間,近 接列車相互間の緊急連絡用,踏 切事故発生時に

おける二重衝突等の事故防止のための警報用,操 車場内での車輌の入換編成

作業用等であり,そ の主な ものは,次 のとお りである。

① 運輸指令,電 力指令,一般業務用(指 令所け駅,変 電所等)… …2GHz

帯,7GHz帯,12GHz帯(固 定通信系)

② 列車無線(指 令所⇔駅)… …60MHz帯,150MHz帯,400MHz帯

(固定通信系)

③ 列車無線(指 令所 ・駅⇔列車)… …LF帯,150MHz帯,400MHz帯

(移動通信系)

④ 列車接近警報用(列 車相互間)… …LF帯,26MHz帯,400MHz帯

(移動通信系)
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⑤ 保守 ・災害用,車 輌の入替作業用……150MHz帯,400MHz帯(移

動通信系)

このほか,線 路上あるいは踏切道上の障害物を発見した場合,近 接列車に

警報信号を送信するための防護警報用の無線局が踏切付近に設置される傾向

にある。また,踏 切道上の障害物を34GHz帯(ミ リ波)の 電波を利用して,

検知する障害物検知用の無線局が実用化 され,交 通量の多い踏切道上に設置

されている。これらの無線局は,今 後増加するものと予測 される。

13電 気 ・ガス ・水道事業用

(1)電 気事業用通信

ア.現 状

(ア)電 気事業と通信

電気は,国 民生活にな くてはならないものとなってお り,一 刻 もその供

給を停止することができないことから,電 気事業は,電 気の安定供給を最

大の使命としているが,電 気の安定供給を確保するためには,多 数の発電

所,変 電所,送 電線及び配電線で構成されている複雑多岐かつ広範囲にわ

たる電力系統を,安 定かつ効率的に運用する必要があ り,こ のための各種

情報伝達手段 としての通信回線が不可欠なものとなっている。

(イ)通信設備の概要

固定通信回線は,電 力会社の本店,支 店及び発電所等の間に設け られて

お り,電 力系統運用のための保安用電話,給 電用電話,遠 隔監視制御,自

動給電及び系統保護等に使用されている。これらの通信回線のうち,電 力

系統の運用や事故波及防止のための保護設備等高信頼度情報伝送を行 う幹

線系については,マ イクロウェーブ回線を主体に構成されているが,ロ ー

カル的な通信回線は,通 常の有線通信回線及び電力線搬送も一部使用され

ている。また,水 力発電所ダムの放流を住民に周知する放流警報用無線局

(サイレン警報)や,ダ ムの流入量を把握し,的 確なダム操作を行 うため

の雨量,水 位観測用のテレメータ回線 も設置されている。電力会社が開設
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している固定局数は,56年 度末現在で2,683局 となっている。

さらに,送 電線及び配電線の事故の未然防止のパ トロール,事 故時の迅

速な復旧のための連絡等,設 備の安全業務を効率的かっ的確に遂行す るた

めの移動無線 も多数使用され,多 大の成果を挙げてお り,運 用中の移動業

務の局の数は,56年 度末現在で,2万3,531局 となっている。このほか,

各電力会社が協力し,日 本全土の電力の需給調整を図ることを 目的 と し

て,中 央電力協議会を設け,各 電力会社の電力の需給情報を収集す るとと

もに,こ れに基づき電力の調整を図るため,同 協議会の中央給電連絡指令

所 と各電力会社及び地域給電連絡指令所 と関係電力会社 との間に通信回線

を構成している。さらに,電 気事業は,電 力会社以外では,地 方公共団体

においても行われてお り,事 業運営及びそれに必要な通信回線の構成も小

規模ではあるが,電 力会社 と類似の形態となっている。

イ.動 向

電力総需要量は,節 電意識の深まりや冷房空調設備の低稼動等により若干

の減少は見込まれるものの,生 活水準の向上や経済の成長に伴って,今 後も

需要量の増加が予測されている。各電力会社は,こ うした状況にかんがみ,

電力資源の開発については,世 界的石油供給の制約が強まるなかで,石 油代

替エネルギーとして原子力,LNG及 び石炭等をエネルギーとす る発電に移

行するす う勢 となり,加 えて水力発電を見直す傾向にある。一方,そ の設備

の大規模化,発 電所の遠隔化等から,基 幹送電線の容量は年 々大 きくな り,

超々高圧(50万 ボル ト)送 電線へと移行す る傾向にある。このような電力設

備の大規模化に対処して,電 力系統の安定かつ効率的な運用を確 保 す るた

め,災 害に対 し高信頼度を有 し,か つ多量の情報を高速度で伝送する必要が

あるので,本 店 ・支店 ・基幹電力系統の各発電所,変 電所等の間におけるマ

イクロウ占一ブ回線の増設,既 設回線を利用するうかいルー トによる2ル ー

ト化を図るとともに,次 の諸点に重点をおいて通信設備,特 に無線設備の整

備 ・強化が図られている。

① 電気事業の広域化に伴い,電 力系統の事故を他地域へ波及,拡 大させな
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いため,事 故区間を高速遮断するマイクロキャリアリレー(送 電線の保護

装置)を,ま た,事 故を高速除去 した直後,電 源制限,負 荷制限,系 統分

離する系統安定化制御システム等を導入する。

② 電力系統設備の運転管理の合理化及び集中管理制御化を推進する。

③ 変動する負荷に対 して常時安定 した電力を供給するため,電 子計算機を

導入し,各 設備を有機的に連係する給電運用の総合的自動化を推進する。

④58年 に打上げが予定されている我が国初の実用通信衛星である通信衛星

2号(CS-2)の 利用を検討している。

(2)ガ ス事業用通信

ア.現 状

都市ガスは,都 市生活にとって欠かせないエネルギーとなってお り,そ の

需要も近年急速に増大しているが,こ の都市ガスを安全にかつ安定的に供給

してい くためには,季 節,曜 日,時 間帯,気 象条件等によって,刻 々変化す

るガス需要に対 し,ガ ス製造量,ホ ルダーの貯蔵量,導 管網の主要地点の圧

力,流 量,バ ルブの状態を常時監視し,状 況に応じて適切な供給操作を行 う

ことが必要であ り,こ のための各種情報の伝達,遠 隔監視制御等のための通

信回線が必要不可欠なものとなっている。

この通信回線は,通 常,本 社に設置している中央供給指令所(コ ントロー

ルセンタ)と 工場,整 圧所,ガ バナー ・ステーション,バ ルブ ・ステーショ

ン等の間で構成 され,保 安用,供 給指令用の電話について使用されているほ

か,主 要地点のガパナー,バ ルブ ・ステーションの流量,圧 力等の状況監視

及び遠隔操作を行 うためのテレメータ,テ レコン トロール回線等に使用され

ている。

この通信回線は,無 線及び有線回線が使用されているが,ガ スの製造,需

給調整の総合自動化に伴 うデータ通信の採用等により,高 信頼度が要求 され

ることから,本 社,整 圧所,工 場問について主として,マ イク冒ウェーブ回

線で構成されるようになっている。

また,広 域かつ長大な導管網を維持管理 し,事 故防止を図るとともに事故
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時における早期復旧を図るため,導 管事業所,営 業所等には移動無線局を多

数配置し,ガ ス漏れ等の緊急事態に備え万全の体制をとっている。

イ.動 向

近年の都市ガスの需要傾向として,工 業用の需要が増大してお り,需 要主

力の家庭用の対前年伸び率3,9%に 対 し,13。1%の 増加を示 している。

これらの需要の増大に対応 して,事 業の拡大,合 理化等のため,一 段 と製

造,需 給調整の総合 自動化が推進される傾向にあ り,ま た,幹 線系導管の高

圧化に伴い,導 管事故によるガス災害の大規模化の防止,事 故復旧対策に重

点をおいたガス施設の制御監視,連 絡体制の強化が進められているため,通

信回線の需要はますます増大 しているが,特 に防災用の見地から災 害 に 強

く,信 頼性の高い無線回線への依存が高まってきている。

なお,56年 度末現在,そ の無線局総局数は8,102局 で,対 前年 度 伸 び 率

10.8%で ある。

(3)水 道事業用通信

ア.現 状

水道事業は,健 康で文化的な生活を支えるばか りでな く,あ らゆる産業活

動又は都市機能を維持していく上で必要不可欠な事業である。

この水道事業においては,直 接住民生活に影響を及ぼし,ま た,関 連地域

が広範囲に及ぶ とい う性格もあって,取 水,浄 水,送 配水等の水道各施設の

合理的,能 率的な管理維持を図る必要があ り,こ のため,自 営の無線回線を

設置し,各 事業所と本部との間に不断の通信連絡を確保するとともに,特 に

送配水設備に事故が発生した場合には,移 動通信系により事故現場と本部間

に緊急連絡体制を確立して,応 急復旧作業に万全の対策を講じている。

イ.動 向

昭和30年 代以降の都市化現象と生活水準の向上等による水需要の増大に対

処 しつつ経営,管 理基盤の強化を図るため,近 年,水 道の広域的整備が進め

られている。そこでは,貯 水量の調整,水 質安全確保のための水質判断,配

水量の調整等の監視制御に無線回線を利用 し,電 子計算機を使用した集中管
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理 方 式 を導 入 す るな ど,種 々 の対 策 が講 じ られ てお り,東 京 都,神 奈 川 県,

名古 屋 市,そ の 他地 方 公共 団 体 の 開設 す る水 道 事 業 用 無線 局 は,56年 度 末現

在7,331局 とな って い る。

14自 動車運送事業用

(1)現 状

自動車運送事業においては,顧 客に対するサービスの向上,車 両の効率的

な運行管理を行い,経 営の合理化を図るなどの目的で無線通信を利用してい

る。自動車運送事業用の通信は,主 に400MHz帯 又は150MHz帯 の周波

数の電波を使用して,営 業所等に設置した基地局と車両に設置 した陸上移動

局との間で通信系を構成 し,配 車指令,荷 物の集配指令等を行ってお り,無

線通信が最 も有効に活用されている分野である。

タクシー事業では,顧 客からの配車要請に応じて配車指令を行ってお り,

他の業務 と比べて無線化率は,極 めて高 く,56年 度末には,72%(18万962

局)に 達している。無線化率を地域別に見ると,大 都市地域では低 く(東 京

都34.0%,大 阪府53.1%),反 面,中 小都市では高 くなってお り,特 に滋賀,

山形,秋 田,岩 手,青 森の各県では,99%が 無線化されている。最近は,配

車効率の向上,企 業の合理化を図るなどのため,数 社が共同して配車セソタ

ーを設置して,配 車業務を行 う事業者が増加の傾向を示 してお り,無 線通信

の役割がますます重要視されている。

貨物運送事業では,主 として,貨 物の集配指示,配 車 指 令 等を行ってお

り,近 年,小 口貨物の宅配部門の需要増加に伴い,ト ラック業者のこの部門

への進出は 目覚ましく,迅 速な集配を行 うために無線通信の必要性が認識さ

れ,無 線設備を装備 した トラックは増加の一途をたどっている。特に貨物運

送事業者が集中する東京,大 阪等大都市では,周 波数がひっ迫 し,周 波数の

共用等の対策を講じている。また,東 京,大 阪地区では,集 中基地方式を採

用 して周波数の有効利用を図っているが,需 要に応じきれない状況にある。

バス事業では,長 距離の路線パス,定 期観光バス,都 心 と空港との間の輸
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送用等に利用されてお り,定 時運行の確保のための指令,交 通事故等の際の

緊急連絡を行っている。

(2)動 向

最近,車 両の一層の効率的運行を図るため,走 行中の車両の現在位置や活

動状況(動 態)を 基地局(運 行管理 セソター)に おいて,常 時,自 動的に把

握できる 「車両位置等自動表示 システム(AVMシ ステム)」 が開発され東

京都内のタクシー事業者,都 市内の路線パス事業老に導入され,車 両の効率

的運行等の面で大きな効果を発揮してお り,さ らに,ト ラック事業者の間で

も導入計画が検討されている。今後,タ クシー,貨 物運送等各事 業 者 の 中

で,こ のシステムを採用する者が増加するものと予測される。

また,大 都市における貨物運送事業等の分野では,無 線通信の需要は,潜

在的な需要を含めて大きいことから,こ れらの需要に対処するため,周 波数

のより有効利用を図る方策 として,マ ルチ ・チャンネル ・アクセスシステム

(MCAシ ステム)が 開発され,貨 物運送事業等への導入計画が進行 してい

る。 このMCAシ ステムは,多 数の周波数を多数の事業者が共用す る もの

で現在の一波専用あるいは数社共用方式に比べて,よ り周波数の有効利用と

大量の通信量を処理することができることとなる。

15ア マチユア業務用

アマチュア業務用の無線局は,「 金銭上の利益のためでな く,専 ら個人的

な無線技術の興味によって,自 己訓練,通 信及び技術的研究の業務」を行 う

ものであ り,世 界的に共通の周波数帯を使用 して,国 内は もとより諸外国の

アマチュア無線局 との交信を通 じて,通 信技術の研究あるいは国際親善に大

きな役割を果たしている。

我が国でアマチュア局が最初に免許されたのは昭和2年 であったが,太 平

洋戦争中に一時期中断の後,戦 後27年 に再開され今 日に至っている。アマチ

ュア局の局数は,戦 前は300局 程度であったが,33年 に無線従事者資格制度

(電信級及び電話級アマチュア無線技士の資格の新設)の 改 正 が,34年 に
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は,免 許 手 続 等 の簡 素 化制 度(社 団 法 人 日本 ア マ チ ュア無 線連 盟(JARL)

に よる保 証 認 定 制 度)の 導 入 が行 わ れ る と と もに,戦 後 に お け る電 波 科 学 知

識 の 向上,無 線 技 術 の 進歩,発 展 もあ って,急 速 に増 加 し,56年 度 末 に は52

万3,021局 と世 界 一 の ア マ チ ュア無 線 普 及 国 とな って い るが,そ の うち97%

は,電 信 級 及 び 電 話 級 ア マ チ ュア無 線技=ヒで あ り,こ れ らはJARLの 保 証

認 定制 度 を 利 用 して 開設 す る空 中線 電 力10W以 下 の もの であ る。

また,利 用 周 波 数 帯,通 信 の形 態 等 に つ い て見 る と,再 開 され てか ら30年

代 ま では,主 に 自作 の送 受 信 機 に よ り,短 波 帯(3.5MHz帯 一28MHz帯)

の 周波 数 を 利 用 す る ものが 中心 で あ った が,40年 代 以 降 は,小 型,高 性能 の

無 線機 器 が 市 販 され る よ うにな り,最 近 の マ イ カ ー時 代 を反 映 して,自 動 車

に設 置 して運 用 す るモ ー ビル ・ハ ムが 急増 してい る こ とか ら,VHF帯(54

MHz帯 一144MHz帯),UHF帯(430MHz帯 一2,300MHz帯)の 周波

数 を利 用 す る もの が急 速 に増 加 して い る。 さ らに,SHF帯 以 上(5GHz帯

以上)の 周 波 数 の 利用 研究 も盛 んに 行 わ れ て お り,高 度 の技 術 を 要 す る人 工

衛 星 を利 用 す る通 信(VHF帯,UHF帯),大 電 力(500W)に よ り月 面反

射 を利 用 す る通 信(EME)(UHF帯),ラ ジ オ ・テ レタ イ プ(RTTY),ス

ロ ー ・ス キ ャニ ン グ ・テ レ ビジ ョン(SSTV)等 も行 わ れ て い る。

56年 度 の動 きに つ い て見 る と,第1に,第94回 通 常 国会 に お いて 電 波 法 の

一・部が 改 正 され
,我 が 国 の 国民 が,外 国 に お いて 同 等 の待 遇 を 受 け られ る こ

と(相 互 主 義)を 条 件 に,我 が 国に 在 留 す る外 国 人 に 対 して も,ア マ チ ュア

局 の免 許 を 与 え る こ とが で き る こ と とな った(電 波 法 第5条 の改 正)。 こ れ

に よ り,相 手 国 との 間 で相 互 協 定 が 結 ばれ る こ とに なれ ぽ,ア マ チ ュア無 線

の特 質 を生 か した 国 際 親善 の一 層 の 増進 が 図 られ る もの と期 待 され る。

第2に,57年1月 に は,JARLを 免 許 人 と した430MHz帯 及 び1,200MHz

帯 の周 波 数 を 使 用 す るア マ チ ュア業 務用 レ ピー タ ー局(自 動 中 継 局)の 開 設

が認 め られ る こ と とな り,430MHz帯 の 周 波数 を 使 用 す る レピー タ ー局 が

東 京(JARL本 部)に1局 開 設 され,3月 か ら運 用 が 開 始 され た 。JARLで

は,更 に全 国 的 に 設 置す る よ う計 画 して い る。 この レ ピー タ ー局 が普 及 され
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た場 合 は,ハ ンデ ィ型 の小 出 力 の 無線 設 備 を使 用 す る アマ チ ュ ア局 に とっ て

交 信 範 囲 の拡 大 が 図 られ るな ど新 た な利 用 形 態,通 信 技 術 の研 究 に 役 立 つ も

の と考 え られ る 。

ま た,1979年 の世 界 無 線 通 信主 管 庁会 議(WARC'79)に ょ りア マ チ ュァ

業 務 用 の新 周波 数 帯 の割 当 てが 行 わ れ た こ と に 伴 い,新 た に10MHz帯

(10,100kHzか ら10,150kHzま で)の 周 波 数 帯 が 第1級 及 び 第2級 ア マ

チ ュア 無 線技 士(相 当資 格 を 含 む 。)の資 格 を 有す るア マ チ ュア 局 に対 して指

定 で き る こ と とな り,主 に 遠 距 離 で 安 定 した 通 信 が 諸 外 国 との 間 で 活発 に行

わ れ る こ と とな っ た 。 今後,更 にEHF帯(47.1GHz帯,75.75GHz帯,

143GHz帯,249GHz帯)の 周 波 数 の 指 定 も予定 され て い る。

16簡 易無線業務用

簡易無線業務は,「国民共有の財産である電波を広 く一般市民に開放す る。」

という方針の下に,事 業用に限らず,個 人が日常生活に必要な簡 易 な 連 絡

を,無 線によって行 うことができるよう制度化されたものである。現在,こ

の簡易無線業務用 として使用することができる周波数は,150MHz帯9波,

400MHz帯10波,26MHz帯 及び27MHz帯8波 で あ る。150MHz帯 及

び400MHz帯 の周波数を使用す るものが一般簡易無線局 と,26MHz帯 及

び27MHz帯 の周波数を使用するものが市民ラジオとそれぞれ区別 し て呼

ばれている。

市民 ラジオは,36年6月 に制度化 されたもので,一 般簡易無線局の設備が

比較的高価で一般市民が広 く利用す るものとはならなかったこ とか ら,小

型,軽 量で安価な設備として広 く普及させ,個 人的な趣味,娯 楽や家業の通

信連絡用 として使用できるようにしたものである。

簡易な連絡通信用として使用する簡易無線業務の無線局は,他 の業務用の

無線局に比べて容易に免許を受けることができる(型 式検定合格の設備を使

用すれば,簡 易な手続で免許される。)こと,無 線従事者の資格がなくても使

用できることなど大きな利点がある。しかし,使 用する周波数を多数の者が
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共 用 す る こ と とな るた め,相 互 の混 信 は 避 け られ ず,空 中 線 の 高 さや電 力 に

一 定 の制 限(一 般 簡 易 無 線 局 は
,地 上 高30m,5W以 下,市 民 ラ ジオ は2m

以 下 の き ょ う体 付 ホ イ ッ プア ンテ ナ,0.5W以 下)を 付 して,で きる限 り通

信 範 囲 を 小 さ くして 多 数 の者 が 使 用 で き る よ うに して い る。

56年 度 末 の 局 数 は,一 般 簡 易 無 線 局 が46万6,709局 で,前 年 度末 に比 べ て

約6万2千 局 増 加 し,主 に製 造 ・販 売 業者,土 木 建 設 業者 等 に よ り事 業 所 と

サ ー ビス カ ー等 の 間 の連 絡 用 に利 用 され て い る 。 また,市 民 ラ ジオ は,26万

5,852局 で主 に個 人 の娯 楽,学 校 ・職場 の サ ー クル等 で レジ ャ ー用 に利 用 さ

れ て い る。

17そ の 他

上記各項のほか,自 営の無線通信は次のとお り広 く各分野にわたっている

が,こ れらの無線通信は一部が固定通信であるほか,ほ とんどが陸上移動業

務,携 帯移動業務又は無線標定業務等の移動通信である。

(1)国 の業務用

①

③

⑥

⑨

(2)

①

④

⑦

⑩

⑬

検察,矯 正管理,出 入国管理,

南極観測用 ④ 検疫,麻 薬取締用

干拓事業用 ⑦ 林野事業用

地質調査用 ⑩ 電波監理,電 波監視用

国の業務用以外の事業用

水 防 用 ② 港湾建設事業用

造船事業用 ⑤ 石油採掘事業用

金融事業用 ⑧ 警備業務用

信号報知業務用 ⑪ 農 業 用

そ の 他

② 税 関 用

⑤ 港湾工事用

⑧ 漁業指導用

③ コンテナ荷役用

⑥ 測 量 用

⑨ 医 療 用

⑫ 学校教育用


